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令 和 ４ 年 ２ 月 2 5 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 福 嶋 清 美

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○中野一則議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、満行潤一議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○満行潤一議員

崎、立憲民主党の満行でございます。

昨日、ロシアがウクライナに侵攻しました。

国連憲章を持ち出すまでもなく、国際秩序を乱

す暴挙だと思います。即刻撤退をすべきだと思

いますし、日本国政府には、毅然とした態度で

平和解決に向けた外交努力を続けていただきた

い、心から期待をしております。

それでは、代表質問を始めさせていただきま

す。

まずは、新年度当初予算についてでありま

す。

新年度当初予算は、知事就任以来、平成23年

度から数えて12回目の当初予算となりますが、

特に今回は、３期目の仕上げの年であることを

意識して予算編成を行われたのではないかと思

います。定例会開会冒頭の知事の提案理由説明

は、力強かった、迫力があったと感じました。

「安心の土台をつくる」「コロナ禍のくらしに

より添う」「みやざきの未来をはじめる」の３

点を基本とする視点に立って、県政を推進して

いくと述べられました。

予算規模は約6,415億円ということで、平成27

年度の口蹄疫対策転貸債の償還で規模が大きく

なった予算を除けば、河野知事就任後、実質的

に最大規模となっているようですが、知事は、

令和４年度に向けて、どのような思いで当初予

算を編成したのか伺います。

今年度は、コロナ感染症に対応するために専

決を含む20回に及ぶ補正予算を編成した年であ

りました。歴史的な年になりました。財政当局

や関係部局は大変な１年だったと思います。

令和４年度地方財政対策についてでありま

す。

国の一般財源総額については、水準超経費を

除く交付団体ベースで前年度を200億円上回る62

兆円を確保。地方交付税総額については、前年

度を600億円上回る18.1兆円を確保するととも

に、臨時財政対策債を前年度から3.7兆円抑制。

抑制理由としては、「折半対象財源不足が解消

し、臨時財政対策債の発行を5.5兆円から1.8兆

円に減額」となっています。コロナ禍にあって

税収が伸びるとの国の見立てで、地方交付税が

増え、臨財債が減る。県税も増えるとの見込み

ですが、増える根拠はどこなのか。税収不足の

心配をしましたが、ここは税務課との意見交換

で納得はしました。

当初予算編成に当たり、歳入における課題に

どう対応しているのか、総務部長に伺います。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

当初予算編成への思いについてであります。

令和４年度当初予算におきましては、議員御

指摘のとおり、３つの思いを込めて予算案の編

成を行ったところであります。

第１に、「安心の土台をつくる」でありま

す。

新型コロナの蔓延や頻発化する自然災害は県

民に大きな不安を与えております。県民誰もが

心穏やかな日常を過ごせるよう、新型コロナ対

策や県土の強靱化対策などの安心の土台づくり

令和４年２月25日(金)
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にしっかりと取り組んでまいります。

第２に、「コロナ禍のくらしにより添う」で

あります。

社会的に弱い立場に置かれている方や、飲食

店をはじめとする事業者の方々に寄り添い、県

民を支援する取組を通じて、互いに支え合う温

かい社会を築いてまいります。

第３に、「みやざきの未来をはじめる」であ

ります。

デジタル化・ゼロカーボン化に向けた社会づ

くりや、交通・物流ネットワークの構築など、

将来に向けて持続可能な宮崎県づくりを進めて

まいります。

また、令和３年度１月補正予算、２月補正予

算を合わせて15か月予算として編成し、地域経

済の早期回復にしっかりと取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○

ます。令和４年度当初予算の歳入における課題

についてであります。

本県は、自主財源に乏しい脆弱な財政基盤で

はありますが、企業業績が堅調でありますこと

から、県税は、対前年度比9.8％の増と、過去最

大を見込んでおります。

一方、地方交付税は、令和３年度中の法人関

係税収について、令和４年度から３年間かけて

減額精算されることなどにより、1.7％の減と見

込んでおります。また、臨時財政対策債は大幅

に抑制され、70.3％の減と見込んでおります。

このような歳入の状況から、令和４年度当初

予算編成における収支不足は、23.7％の増、252

億円余となり、その全額について、財政関係２

基金からの繰入金を充当しておりますが、当初

予算編成後の残高につきましては、335億円と一

定の規模を確保しており、災害時の突発的な対

応などに備えてまいります。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございました。○満行潤一議員

コロナ感染症の現状と対策について伺いま

す。

なかなか収束が見通せません。これまでに県

内で１万7,000人を超える感染者が確認され、今

年に入ってから昨日までに、１万1,508人です。

第６波の主流であるオミクロン株は、特に若年

層に広がりを見せています。

県立、市町村立学校の集団感染も頻繁に発生

している状況にあります。突然、明日から学年

閉鎖、学校閉鎖と連絡があり、対応に窮する家

庭も数多くあると思います。生徒の教育水準の

保障、全国大会につながる地方大会参加のため

の部活動の保障も必要。学校現場も大変だろう

と察します。

さて、接種時期、対象者が二転三転した３回

目のワクチン接種が始まりました。市町村、県

直営の接種のスケジュールについて、部長にお

尋ねいたします。

追加接種に○福祉保健部長（重黒木 清君）

つきましては、医療従事者や高齢者施設などの

利用者等は接種間隔を６か月として接種が進め

られているところであり、それ以外の方々につ

きましても、接種体制が整えば、６か月間隔で

の接種が可能となったところであります。

それぞれの市町村におきまして、既に各医療

機関や集団接種等で医療従事者や高齢者施設な

どの利用者等の接種が開始されており、２月か

らはその他の高齢者も始まっております。ま

た、それ以外の方々は３月から開始される予定

となっております。

県におきましても、１月から追加接種セン

ターを設置いたしまして、６か月を経過した方
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を対象に接種を進めているところであり、引き

続き市町村と連携して、必要な取組を着実に進

めてまいります。

抗原検査キットなどの配布と○満行潤一議員

処分についてです。

文科省は、幼稚園から大学まで約125万回分の

抗原検査キットを配布していると聞きます。学

校での使用については限定的のようですが、文

科省からの配布数は、本県は、県立学校が1,510

回分、市町村立学校が合計約5,270回分となって

います。

宮崎市、延岡市、串間市には、幹線道路沿い

に「検査キット」の自動販売機もあるようで

す。検査キットはネット上でも売られています

が、個人で合法的に買えるのか疑問に思うとこ

ろです。検査キットには決められた処分方法が

あると思います。薬局なら対面で薬剤師が使用

方法から処分方法まで指導できますが、各家庭

で正しく処分されているのか不安です。

家庭での検査キット処分について、どのよう

な啓発を行っているのか、部長にお尋ねいたし

ます。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

の感染拡大に伴い、自宅で抗原検査キットを使

用する方が増えているものと認識しておりま

す。

抗原検査キットについては、一般の家庭ごみ

として廃棄することとなっておりますが、様々

な種類がありますことから、廃棄に当たって

は、キットの取扱説明書等に記載されておりま

す注意事項に従っていただく必要があります。

また、感染防止の観点から、御家庭で使用し

たキットを廃棄する際には、ごみに直接触れる

ことがないよう袋に入れ、口をしっかり縛って

封をするなどの注意も必要であります。

県といたしましては、これらの点につきまし

て、県のホームページで周知を図っているとこ

ろでございます。

そう説明を受けますけれど○満行潤一議員

も、実際は、そのごみが猫とかカラスとかに食

い荒らされて、中から検査キットが出てくる

と、公民館の役員とか住民の人たちが、こんな

ものを入れていいのかと、そう思うわけですよ

ね。部長が、ホームページとかで啓発している

とおっしゃっているんですけど、さらなる啓発

が必要じゃないかなと思っていますので、ぜひ

今後とも御留意いただきたいと思っています。

あと、療養者のいる家庭ごみの出し方につい

てであります。このことについては、９月議会

で岩切議員が関連質問をしています。法令上

は、医療機関と宿泊療養施設から発生する廃棄

物は感染症廃棄物として扱い、その他の発生物

は、感染症廃棄物との認定ではないが、処理に

当たっては、感染症廃棄物処理方法を準用しな

さいとなっているはずです。

療養者のいる家庭の正しいごみの出し方の啓

発が弱いのじゃないかと考えますが、啓発の実

態を教えてください。

自宅療養と○福祉保健部長（重黒木 清君）

なる方には、管轄保健所から電話連絡をいたし

まして、療養中の健康観察や感染対策について

説明する際に、感染者が使用したマスクや

ティッシュなどのごみの捨て方についても説明

しております。

具体的な内容といたしましては、ごみを新聞

紙などで包み、直接触れない、ごみ袋はしっか

り縛って封をする、ごみを捨てた後は、石けん

と流水でしっかりと手を洗う、ごみ袋が破れて

いる場合などは、ごみ袋を二重にしていただく

ということでございます。
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県では、これらの内容を県庁ホームページに

掲載して広く周知を図るとともに、食料の支援

を受けられる方には、資料を同封いたしまし

て、改めて説明を行っているところでございま

す。

やっぱり、廃棄物を収集する○満行潤一議員

人たちの危険性もありますので、ぜひしっかり

啓発していただきたいと思います。

次に移りたいと思います。コロナ禍からの復

興です。

１月16日から新型コロナウイルス感染症が急

増している都城市・三股町において、飲食店等

を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく営業時間短縮、酒類の提供自粛要請

が行われ、21日には、まん延防止等重点措置の

適用地域となり、25日からは県下全域に広がり

ます。

いまだ先行きが見えない状況でありますが、

コロナ収束後は、県民の評価が高いジモ・ミヤ

・タビの再開などの復興策が期待されていま

す。コロナ収束後の観光誘致など、今後の展開

についてお伺いいたします。

県では、○商工観光労働部長（横山浩文君）

コロナ禍における観光産業の厳しい状況に対応

するため、ジモ・ミヤ・タビキャンペーンの実

施や、安全・安心な受入れ環境の強化、ＳＮＳ

等を活用した情報発信などに取り組んでいると

ころでございます。

今後は、新型コロナの収束状況を見極めなが

ら、まずは、県内でのジモ・ミヤ・タビキャン

ペーンの再開や、教育旅行の支援など、県内旅

行需要の喚起に向けた対策を講じることとして

おります。

その後、誘客の対象を隣県、国内、国外へと

広げ、食や自然、神話といった本県の強みを生

かした観光誘客はもとより、ゴルフ、サーフィ

ン、サイクリングなどのスポーツツーリズムに

も取り組んでまいります。

次に、ひなた認証店の優遇措○満行潤一議員

置についてです。

感染拡大を防ぐ対策として、多くの飲食店に

ひなた認証を取得してほしいと思うわけです

が、取得を誘導するためには、非認証店に勝る

魅力が必要だと考えます。充実した衛生管理設

備導入費の補助とか、熊本県などがやってい

る、認証店には酒類提供を認めるとか、優遇措

置が必要だと思います。

認証取得状況や認証取得の条件、認証取得促

進策、また、今後の認証店へのインセンティブ

策についてお伺いいたします。

ひなた飲食○福祉保健部長（重黒木 清君）

店認証制度につきましては、県の定める55項目

の基準を満たすため、認証取得に必要なアクリ

ル板等の資機材の支給や換気設備設置等の支援

を行うほか、県庁ホームページ等で認証店のＰ

Ｒを行っておりまして、現在、約4,700店舗が認

証を取得しております。

一方で、今回のまん延防止等重点措置適用に

当たりましては、感染力の極めて強いオミクロ

ン株の特性を踏まえて、認証店を含む全ての飲

食店に、終日、酒類の提供停止等をお願いして

いるところでございます。

県といたしましては、飲食店での感染防止対

策は引き続き重要と考えておりますことから、

現在、認証店へのさらなるインセンティブとし

まして、第６波の収束後に、認証店において使

用できる総額約13億円のプレミアム付電子食事

券を発行する準備を進めているところでござい

ます。

報道によれば、昨年１年間の○満行潤一議員
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休廃業・解散した件数は274件、倒産件数は27件

で、前年より少なくなっています。コロナ禍に

よる融資や返済猶予、補助金支給によってどう

にか踏みとどまっていると見るのが正しいので

しょうか。これ以上、外出自粛、時短営業など

が続けば、今後どうなるのか不安です。

また、飲食業や旅行宿泊業などに目が行きが

ちですが、その影響は限りなく多くの業種に押

し寄せています。

先週、県内産を中心とした野菜を扱う宮崎市

内の八百屋に行ってきました。若い経営者は、

「飲食店向けとネット販売が半分、半分」「飲

食店向けがほとんどなくなった」「経営は厳し

いが、この時間を使って新たな商品開発を仲間

と試行錯誤している」と話していました。

支援策が飲食店向けに手厚く、他の業種には

手薄ではないかとも感じます。あらゆる業種の

経営基盤強化が急がれると思います。

そこで、商工会組織の強化についてお伺いい

たします。

全ての商工会に事務局長の設置を要望するも

のです。地方においては、行政機関や金融機

関、ＪＡ等が統廃合される中、商工会組織は地

域にとって唯一不可欠な存在になっており、地

域活性化に対する期待も大きくなっています。

平成26年からの経営発達支援事業や近年のコロ

ナ対策で業務量が増大する中で、反対に商工会

の職員数はここ10年で１割以上も減少していま

す。職員の設置基準の見直しや人件費補助金の

拡充、マンパワーの充実強化をするべきではな

いかと考えます。特に事務局長については、35

商工会のうち設置されているのは17商工会であ

り、半数に満たない状況にあります。

組織体制の強化のため、全ての商工会に事務

局長を設置すべきではないかと考えますが、知

事の見解を求めます。

地域経済を支える中小○知事（河野俊嗣君）

企業、小規模事業者の振興を図る上で、事業者

にとりまして身近な支援機関である商工会の役

割は大変重要であると考えております。

県としましては、これまでも県内の商工会に

対して、人件費や事業費の補助を行っておりま

すが、事務局長の設置経費につきましては、地

区内の商工業者数の組織率など、一定の要件を

満たす必要があるところです。

一方で、平成の市町村合併以降、商工会は地

域における市町村のカウンターパートとして、

地域振興の担い手としての役割も、これまで以

上に求められているところであります。このた

め、事務局長が設置されていない商工会におい

ては、地域振興の担い手としての体制が必ずし

も十分ではない状況にあったことから、今年度

から市町村と連携して、商工会に対する地域振

興コーディネーター設置の支援を行っていると

ころであります。

今後も、商工会の組織体制の強化に必要な支

援の在り方につきましては、市町村等とも連携

しながら検討してまいります。

地域振興コーディネーターの○満行潤一議員

設置について、県に頑張っていただいているん

ですけれども、対象外の商工会が４か所ありま

す。何と地元都城市の中郷、荘内、宮崎市生

目、西都市三財と４か所あるわけですが、この

対象外の理由は、昭和に合併した地域だからと

いうことで、理解に苦しむわけです。地域振興

に果たす役割は同じであり、補助対象とすべき

だと考えますが、部長の見解を求めます。

事務局長○商工観光労働部長（横山浩文君）

の設置基準を満たさない商工会に、地域振興

コーディネーターを設置します「商工会事務局
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体制強化事業」では、平成の市町村合併以降、

特に旧町村部において、地域振興の担い手とし

ての商工会の存在が非常に大きいとの共通認識

の下、市町村と連携して、令和４年度までの２

年間で、当面必要な体制を整備することとして

おります。

商工会に対する支援の在り方につきまして

は、現在、商工会の役割や業務量等につきまし

て、商工会や市町村と意見交換を行っていると

ころであり、今後、地域振興コーディネーター

事業の在り方等も含めまして、中長期的な観点

から検討してまいりたいと考えております。

その地域振興コーディネー○満行潤一議員

ターの事業期間が、来年度までの２か年事業と

なっています。コーディネーターが設置された

商工会においては、市町村との連携強化により

地域活性化が図られたなど、事業効果も大きい

と聞きます。

今後の商工会の体制強化、また優秀な人材確

保のためにも事業の継続をすべきじゃないかと

思いますが、再度、部長にお願いします。

コロナで○商工観光労働部長（横山浩文君）

疲弊した地域経済の復興、事業承継の推進、さ

らには、まちづくりや地域振興等、商工会の果

たす役割は、地域の事業者への支援だけではな

く、地域振興の担い手としても幅広く、商工会

の体制強化が大変重要であると認識しておりま

す。

地域振興コーディネーターが設置された商工

会からは、市町村をはじめとした関係機関との

連携が強化されたことや、事業者に対して、よ

り細やかな支援ができるようになったことなど

を伺っております。

このような実績等も踏まえながら、今後も、

商工会の体制強化に向けて、市町村とも連携し

ながら、事業の在り方について検討してまいり

ます。

商工会への加入促進に係る働○満行潤一議員

きかけについてです。

会員増強は喫緊の課題であります。事業者数

の減少等もあり、会員数も減少の一途をたどっ

ていますが、このコロナ禍で増加に転じていま

す。様々な給付金、補助金、融資等の手続など

支援を受けられるという点でも、商工会員にな

るメリットは大変大きいと思われます。

コロナ禍で売上げが減少した事業者への支援

策も、国の事業復活支援金、県の酒類販売事業

者等緊急支援金や県内事業者緊急支援金など、

多様化して複雑です。申請の窓口となる商工会

には、会員でない地域の事業者も相談窓口に来

訪されて、丁寧な説明を受けておられます。

各種の支援策に事業者が的確に申請するため

にも、県としても積極的に加入促進を図る広報

・啓発活動に力を入れるべきではないかと思い

ます。

また、立地企業の商工会加入が少ないとの声

も聞きます。立地した地域と円滑な関係を保つ

ためにも、加入を強く働きかけてほしいと思い

ます。再度、部長にお願いします。

商工会に○商工観光労働部長（横山浩文君）

は、コロナ関連の様々な支援金の申請窓口等に

なっていただいており、相談をきっかけに商工

会に加入された事業者も含め、令和３年度は前

年度より会員数が277増加しております。

また、コロナ禍において事業者に新たな事業

展開が求められている中、商工会の経営指導員

が伴走支援を行い、継続的に事業者の課題解決

を行うなどにより、これまで以上に商工会の存

在意義が認められてきているところでございま

す。
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県といたしましては、立地企業も含めた事業

者の加入促進に向けて、商工会が、事業者に

とって最も身近な相談機関であることを周知い

たしますとともに、商工会の機能が効果的に発

揮できるよう、引き続き支援を行ってまいりま

す。

商工会青年部、女性部の活動○満行潤一議員

は、次代の担い手の育成や地域の活性化等につ

ながることから、青年部や女性部が行う取組に

ついても、積極的に支援すべきと考えておりま

す。要望にしておきたいと思います。

次に、持続可能な宮崎のための土台づくりに

ついてであります。

まず、2023年Ｇ７サミット関係閣僚会合誘致

について伺います。

前回、本県で開催された外相会合は、大きな

インパクトがありました。来年開催の関係閣僚

会合もぜひ誘致していただきたいと、多くの県

民が期待していると思います。

主要国首脳会議（Ｇ７サミット）開催地に

は、名古屋市や広島県広島市、福岡県福岡市が

誘致に向けて立候補を表明しています。複数の

自治体で行われる関係閣僚会合の誘致表明も相

次いでいます。開催地は宿泊施設や会議場、交

通アクセス、警備態勢などの観点から、政府が

選定することになっています。

本県のこれまでの誘致に向けた活動状況、開

催地決定の時期などを伺います。知事、お願い

します。

来年、我が国で開催予○知事（河野俊嗣君）

定のＧ７サミットにつきましては、昨年12月、

宮崎市と共同で閣僚会合の誘致計画書を提出い

たしまして、先般、東京事務所を通じまして、

外務省に要望書を提出したところであります。

本県としましては、国際レベルのＭＩＣＥ受

入れ環境や、農業、環境などの本県の特性を強

くアピールするとともに、2000年の九州・沖縄

サミットにおける実績を踏まえ、外相会合のほ

か、農業、環境、教育の４分野について、閣僚

会合を要望しているところであります。

報道によりますと、全国で約20の都市が閣僚

会合の誘致を表明しておりまして、今年６月に

ドイツで開催されるＧ７サミットまでに首脳会

議の開催地を決定するとされておりますことか

ら、閣僚会合についても、同じ頃に明らかにな

るものと考えております。

現在のウクライナ情勢も含めて、この先、不

透明な状況がございますが、本県での開催が実

現すれば、豊かな自然や食、文化などの魅力を

国内外に発信するよい機会となるほか、ＭＩＣ

Ｅ受入れノウハウの蓄積にもつながりますの

で、引き続き関係機関と連携し、国への要望活

動など、開催誘致に取り組んでまいります。

次に、陸海空交通網の整備に○満行潤一議員

ついてです。

「みやざきの未来をはじめる 持続可能な―

地域交通・物流ネットワークづくり」に、新規

事業「バスネットワーク最適化支援基金」の創

設があります。

人口減少やコロナ禍でバス利用が減少する中

ではありますが、通学や通院といった県民生活

に欠かせない移動手段、住民の足であるバス路

線の維持は、地域公共交通の視点として大変重

要な取組です。

今回創設する「バスネットワーク最適化支援

基金」に、当初予算でおよそ13億円を確保し、

主要なバス路線の維持に長期的に取り組むため

に、５年分の予算を確保しています。

知事は会見で、「５年間腰を据えて、集中的

に本県のバスネットワークの最適な姿を構築し
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ていきたい」と語っておられます。

基金創設の目的と支援事業の概要について、

知事に伺います。

路線バスは、通学、通○知事（河野俊嗣君）

勤、通院など県民生活に欠かせない移動手段と

して、大きな役割を果たしているところであり

ますが、少子高齢化や人口減少などによりまし

て、利用者の減少が続いております。

こうした中で、新型コロナの影響を受け、地

域間幹線バス路線については、路線の維持が困

難となっておりますことから、基金を設置し、

今後５年間をかけて持続可能な運行形態への見

直しに集中的に取り組むこととしたところであ

ります。

この基金によりまして、新たな事業者による

運行や広域的コミュニティーバス路線として、

市町村による運行などへの転換、あるいは、車

両の小型化や運行のデマンド化、乗合タクシー

の導入など、効率的で利便性を損なわない運行

方法の検討も併せて行いまして、市町村や交通

事業者と協議が整った路線から転換を行うこと

としております。

このような取組を市町村や交通事業者と一緒

になって進め、持続可能な地域交通ネットワー

クの実現に取り組んでまいります。

ありがとうございます。○満行潤一議員

駅体制の見直しについてです。

ＪＲ九州は、本年３月12日から駅係員の配置

や窓口サービスの見直しを行うと公表しまし

た。新たに29の駅において駅係員を終日不在と

するほか、48の駅において切符販売窓口を廃止

し、その他の駅も切符販売窓口営業時間の短縮

などを実施します。

本県では、駅員のいない無人駅化や切符の窓

口販売廃止などはありませんでした。しかし、

多くの駅で営業時間が短縮され、販売窓口の営

業時間が、宮崎駅が７時～21時、他の主な駅が

７時30分営業開始になり、終了時間が都城、延

岡、日向市が19時まで、西都城や南宮崎では15

時までとなります。定期券が買えない学生が発

生するとか、県内でも影響があります。

今後、無人化される駅も増えるのではないか

と心配されます。交通系ＩＣカードの対応も、

平成27年11月開始時の田野－佐土原エリアから

広がっていません。「乗って残そうローカル

線」運動存続のためにも、利用者や沿線自治体

からの丁寧な意見集約が大事だろうと思いま

す。

現状と課題について、部長にお伺いいたしま

す。

今回の駅体制○総合政策部長（松浦直康君）

の見直しに対し、沿線の自治体によっては、Ｊ

Ｒ九州から駅の業務委託を引き受けることによ

り、利用者への影響が最小限となるよう、一定

の対応がなされているところであります。

また、営業時間の短縮により、利便性の低下

などが懸念されますことから、県では、沿線自

治体の意見を集約し、例えば、学生の定期券購

入のため、学校での出張販売を行うなど、利用

者への影響を最小限とする対応をＪＲ九州に求

めたところでありまして、現在、地元市町村等

との調整が進められております。

引き続き、ＪＲ九州に対しましては、沿線自

治体や地域住民の声を届け、必要な改善を求め

てまいります。

次に、長距離フェリー新船就○満行潤一議員

航についてであります。

都城志布志道路が開通間近ということで、宮

崎港利用についても目が行くところでありま

す。
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４月15日、神戸―宮崎に新船「フェリーたか

ちほ」が就航します。トラック積載台数163台、

乗用車積載台数と旅客定数の収容キャパは現状

より若干少なくはなっていますが、その分、バ

リアフリーやキッズスペース、個室を増やし、

多彩な客室を備えており、新船就航後の利用拡

大に期待が持てます。予約も始まったようです

が、好評のようです。

カーフェリー新船就航に合わせた利用促進の

取組について、部長にお尋ねします。

新船就航を間○総合政策部長（松浦直康君）

近に控えまして、現在、県内外において利用促

進のためのプロモーションなどが展開されてい

るところであります。

旅客につきましては、カーフェリーが単なる

移動手段ではなく、旅の目的の一つとしても選

ばれるよう、来年度は、「船旅の新たな魅力開

発・発信支援事業」によりまして、船旅の魅力

を高める船上イベントの企画や情報発信などに

対し、支援することとしています。

また、貨物につきましては、会社において、

大型化による輸送能力の強化やドライバー室の

完全個室化など、新船の強みを最大限生かした

営業を強化することとされておりますので、

「公共交通・物流需要回復プロジェクト事業」

や「長距離フェリー下り荷確保支援事業」など

によりまして、こうした取組を支援してまいり

ます。

次に、「安全・安心で魅力あ○満行潤一議員

る地域づくり」です。

まず、人口減少対策についてであります。本

県の合計特殊出生率は、令和元年は全国第２

位、一方、生産年齢人口割合は全国最下位グ

ループです。出生数もこの５年間で約1,500人減

少しています。つまり、結婚した家庭では子供

の数は多いが、生産行動の中核をなす若い世代

が県外流出している、少ないということです。

若い世代が増えないと、本県の人口減少に歯止

めがかからない。高校卒業後、また大学や専門

学校で県外に進学した若者に県内の企業等に就

職してもらえるか。一旦、県外に流出した若者

をどうやって県内に呼び戻すか。また、県外の

若者にどう宮崎の魅力を伝え、移住してもらえ

るか。人口減少対策の課題として大きく分ける

と、こういう分類になると思います。

まずは、何といっても高校生の県内就職率の

向上が重要です。一時期全国最下位だった県内

就職率も、アップしてきたようではあります。

都市部の企業に負けない雇用労働条件や行き届

いた福利厚生、高校生に魅力的な企業が増えな

ければ、県内企業等への就職率は向上しませ

ん。日機装や宮崎キヤノン、ＧＭＯインター

ネットグループなどに立地いただいて、優秀な

人材を引き止めて、多くの雇用を生み出してい

ます。引き続き、魅力的な企業に立地いただ

き、県内の企業も大手に負けじと、若者の雇用

拡大に頑張ってほしいと思います。コロナ禍

で、地元企業への就職を希望する生徒や保護者

も増えていると伺います。今、追い風だと思い

ます。

教育長に、県立高校・中等教育学校卒業者

の、ここ数年の就職内定状況と県内就職率の推

移をお伺いいたします。

過去３か年の就職○教育長（黒木淳一郎君）

内定状況を年度ごとの確定値で見ますと、内定

率は、平成30年度が99.5％、令和元年度は99.7

％、令和２年度は99.3％でありまして、コロナ

禍前と変わらず、希望者のほとんどが内定して

いる状況であります。

また、県内就職率は、関係機関との継続した
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取組により、平成30年度が57.9％、令和元年度

が59.2％、令和２年度が61.6％となっておりま

して、年々上昇してきております。

引き続き、関係機関と連携した企業見学会の

実施等、県内企業と学校をつなぐ取組を推進し

てまいります。

よく分かりました。○満行潤一議員

次に、商工観光労働部です。

本県への立地目的が低賃金の労働力確保で

は、補助金を交付する意味はなくなります。企

業立地促進補助金交付要綱では、雇用に関する

支援の要件はどううたっておられるのか、お伺

いいたします。

企業立地○商工観光労働部長（横山浩文君）

促進補助金は、一定の要件を満たす立地企業に

対し、新規県内雇用者数や設備投資額の実績に

応じて交付しております。

このうち、雇用者に関する補助金につきまし

ては、対象となる方が、健康保険法に規定する

標準報酬月額等級が第12等級、月額にいたしま

すと15万円程度でございますけれども、その12

等級以上であることなどを交付要件としており

ます。

さらに、労働条件の向上を図るため、雇用者

のうち一定割合以上の方に、全国平均給与額以

上の給与を支給している場合は加算措置を設け

ております。

次に、ＵＩＪ移住対策につい○満行潤一議員

て伺います。

「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」

で、移住や就職に関する情報発信や相談などを

行っていますが、その成果はいかがでしよう

か。

また、３年ぶりに東京国際フォーラムで「ふ

るさと回帰フェア2021」も開催されています。

コロナ禍で都会脱出、ＵＩＪターンを試みる人

も多く、今、全国で移住希望者の綱引きが激化

しています。フェアの手応え等も併せて、その

成果を伺います。

昨年10月に開○総合政策部長（松浦直康君）

催されました「ふるさと回帰フェア」におきま

しては、より具体的な本県への移住相談が13件

あり、コロナ前に比べ、これまで以上に手応え

を感じたところであります。

また、県内外４か所のひなた暮らしＵＩＪ

ターンセンターにおける令和３年度の相談件数

は、１月末現在で2,114件と、前年度比で約２割

増のペースとなっております。

さらに、情報発信では、移住のホームページ

の延べ閲覧者数が、令和３年４月から12月まで

の期間で約16万5,000人となり、コロナ前の令和

元年度と比べて３割以上の増となっておりま

す。

県といたしましては、こうしたコロナ禍での

地方回帰への関心の高まりをしっかりと捉え

て、本県への移住促進に努めてまいります。

ＮＴＴは、リモートワークを○満行潤一議員

行う社員の居住地制限を撤廃しました。地方に

住みながら本社業務が可能になる制度を2022年

度から導入するため、整備を進めることを明ら

かにしました。遠隔地からの出社費用に関して

は、新幹線を使う場合は何回まで負担するかな

ど、仕組みを設計中ということです。

ソフトバンクグループ傘下のヤフーは、8,000

人いる社員の居住地制限を４月から撤廃し、国

内であれば自由に選択できるようにすると発表

しています。従来は認めていなかった飛行機で

の通勤も認める。社員の居住地制限撤廃、世の

流れは加速度的です。新幹線通勤、飛行機通勤

も認められる。こういった大手企業の社員をい
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かに宮崎に呼び込み定住させるか。今後の課題

だと思います。

このコロナ禍で、このように在宅勤務などの

テレワークやリモートワークに取り組む企業が

増えています。本県でもワーケーションを活用

した取組を行っていますが、ワーケーション受

入れの取組状況、今後の展望についてお伺いし

ます。

企業における○総合政策部長（松浦直康君）

働き方の変化など、今後の新たな人の流れを取

り込む手法の一つとして、ワーケーションの受

入れには今後の広がりを期待しているところで

あります。

このため、昨年10月に民間事業者や市町村な

どと「みやざきワーケーション推進協議会」を

設置いたしますとともに、来月には、関連情報

を一元化したホームページを立ち上げることと

しております。また、来年度の事業では、都市

部の企業と市町村とをマッチングさせ、本県で

のワーケーションの受入れを進めることとして

おります。

これらの取組を通じまして、県外企業との継

続的な関係構築につなげるなど、関係人口の創

出・拡大を図ってまいります。

移住者が定住するための支援○満行潤一議員

も重要です。移住者は転出も早いとの指摘があ

ります。コロナによって、地方回帰の動きで転

出が抑えられたり、移住実績が伸びるのは喜ば

しいことです。しかし、移住者の定着のために

は、仕事や地域になじむための丁寧な支援も必

要です。

昨年度、県内への移住が過去最多の1,326人で

す。移住施策だけを推進しても、人口減少を止

めることも減少を緩やかにすることも難しい現

実があります。移住の目的も様々です。バラン

スよい施策が必要だろうと考えます。

次に、暴力団追放センターの活動状況につい

て伺います。

暴力団対策法によって、暴力団員による不当

な行為の防止と、これによる被害の救済に寄与

することを目的として、都道府県公安委員会が

暴力追放運動推進センターを指定しています。

暴力団被害者の皆さんの言わば駆け込み寺であ

り、市民の皆さんの暴力団排除活動を支援する

組織です。

本県の暴力追放センターでは、事業所等を暴

力団から守るための対策の一環として、弁護

士、保護司、少年補導委員、警察ＯＢ等専門的

な知識や経験を豊富に有する暴力追放相談委員

を配置して、事業所への無料の不当要求防止講

習会や、暴力団による被害の防止、回復に向け

たきめ細やかなアドバイスなどを行っていま

す。暴力追放センターの活動状況をお伺いしま

す。

宮崎県暴力追放○警察本部長（佐藤隆司君）

センターが行っている不当要求防止責任者講習

事業につきましては、同センターでは、県内13

地区において、年間30回の講習を開催しており

ます。

この講習は、各事業所における不当要求防止

責任者に対しまして、暴力団等反社会的勢力の

現状の説明や、不当要求の実例と具体的対応要

領などについて講習を行っており、令和２年度

の受講者数は918人でありました。

次に、同センターの相談事業についてです

が、暴力団など反社会的勢力に関する相談に対

し、専門的知識を有する相談委員２名が対応し

ております。令和２年度の暴力相談受理件数

は435件であり、最も多い相談内容は、各団体か

らの暴力団該当性の照会が401件となっておりま
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す。

また、相談内容によりましては、外部委嘱相

談委員であります弁護士や保護司、少年補導委

員、さらには警察に引継ぎをして対応しており

ます。

次に、ＨＡＣＣＰ対応につい○満行潤一議員

てです。

ＨＡＣＣＰは国際的な食品の衛生管理の基準

です。もともとは、絶対に食中毒を起こしては

ならない宇宙食の高度な衛生管理方法として、

ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）が考案したも

のが始まりと記憶しています。

食品衛生法の改正により、2020年６月から、

飲食店など食品を扱う全ての事業者に対して、

ＨＡＣＣＰ基準による衛生管理制度が開始され

ました。１年間は猶予期間が設けられました

が、2021年６月からは、ＨＡＣＣＰに沿った衛

生管理が制度化されました。特段の認証取得は

必要ないとのことですが、その対応は、零細な

飲食店、事業所には大きな負担になっているの

ではないかと拝察します。ＨＡＣＣＰによる衛

生管理の制度化に対して、県としてどのような

支援を行っているのか、お尋ねいたします。

ＨＡＣＣＰ○福祉保健部長（重黒木 清君）

に沿った衛生管理につきましては、大規模事業

者では法改正前から既に導入されており、県で

は、特に小規模事業者を対象に、関係団体と連

携して、保健所での講習会を行うほか、各食品

団体が作成し、厚生労働省が確認しました手引

書によりまして、ＨＡＣＣＰの導入について計

画的に周知・啓発を行ってきたところでござい

ます。

しかしながら、国においては、ＨＡＣＣＰに

沿った衛生管理の定着には一定の期間が必要と

されているところでありまして、不安を抱える

事業者の方もおられることから、今議会におき

まして、小規模事業者等を対象に、ＨＡＣＣＰ

定着のための実践動画を利用した対面形式や、

オンライン配信の講習会の開催、専門員による

実地指導等に取り組む予算をお願いしていると

ころであります。

次に、農業・水産業の振興に○満行潤一議員

ついて、農政水産部長にお伺いします。

農畜水産物の輸出拡大についてです。我が国

の農林水産物・食品の輸出が年間１兆円を突破

したようです。世界的な巣ごもり需要やイン

ターネット販売が好調のようです。品目別に見

ると、日本酒、牛肉、ホタテガイが伸びてお

り、輸出先では断トツに中国、続いて香港、米

国となっています。

本県の農畜水産物の輸出額は約73億円。その

うち牛肉が約49億円の67％を占め、鶏卵、水産

物も増加しているようであります。輸出先は、

香港、台湾、米国の順です。年々、輸出実績は

順調に推移してきていますが、輸出品目の拡

大、輸出先の拡大など課題があります。具体的

な取組状況と今後の展開について、お伺いいた

します。

令和２年度の○農政水産部長（牛谷良夫君）

本県農畜水産物の輸出額は、議員御指摘のとお

り72億9,000万円と、コロナ禍の中でも過去最高

を更新したところであります。これは、巣ごも

り需要によるインターネット販売が好調だった

ことや、経済活動再開による需要回復が主な要

因であり、輸出に取り組む県内事業者が、消費

行動の変化を的確に捉え、販売拡大に取り組ま

れた成果であると考えております。

県としましては、引き続き、国やジェトロな

ど関係機関と連携しながら、優良事例をはじ

め、ポストコロナを見据えた需要動向、輸出促
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進に向けた法制度改正等の情報を、研修会等を

通じて周知するとともに、輸出先国のニーズや

規制等に対応した商品・産地づくりを支援し、

さらなる輸出拡大を図ってまいります。

農林水産分野の活性化も、本○満行潤一議員

県にとって大きな課題です。人口減少対策にも

大きく関与します。

まず、県内の農家戸数、農業法人数、新規就

農者数、農業後継者数などの推移をお伺いいた

します。

2020年農林業○農政水産部長（牛谷良夫君）

センサスによりますと、令和２年２月１日時点

で、本県の総農家戸数は３万940戸となってお

り、５年前の平成27年と比較して、7,488戸減少

しております。

一方、県の調査によりますと、本県の農業法

人数は、令和３年１月１日時点で874法人となっ

ており、５年前と比較して、119法人増加してお

ります。

また、本県の新規就農者数は、平成29年から

令和２年まで、４年連続で400名を超えており、

うち農業後継者数は平均で110名程度となってお

ります。

地方暮らしに関心が集まる今○満行潤一議員

日、就農を希望する移住希望者の相談も多かろ

うと思いますが、その相談窓口はどこなのか。

また、具体的な移住就農へのプロセス等をお聞

かせください。

本県では、新○農政水産部長（牛谷良夫君）

規就農者を幅広く確保するため、県農業振興公

社のほか、市町村やＪＡ等に新規就農相談セン

ターを設置し、就農に向けた計画づくりから農

業経営開始まで、切れ目ない支援を行っており

ます。

具体的には、県内外での就農相談会の開催、

県内13か所のトレーニング施設等における技術

習得に向けた研修などを実施するとともに、国

の「農業次世代人材投資事業」等を活用し、就

農準備段階及び農業経営開始に必要な資金を交

付しております。

今後とも、「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センター」など関係機関・団体と連携を図り、

各種移住支援対策も活用しながら、本県農業の

将来を担う多様な担い手の確保・育成に取り組

んでまいります。

素材での出荷ではなく、さら○満行潤一議員

なる高付加価値化を目指して、フードビジネス

の振興が急がれます。コロナ禍での巣ごもり需

要や国産回帰を追い風に、カット野菜、冷凍野

菜、機能性食品などの販売が順調のようです。

農試、食品開発センターの活用が求められてい

ると思います。

本県では、「ローカルフードプロジェクトを

推進するためのプラットフォーム」を、昨年７

月に設立しています。農林水産業にとどまら

ず、他業種との連携により、多様化する消費

ニーズに対応する新たな取組だと思います。現

状と今後の展開について、お伺いいたします。

県では、多様○農政水産部長（牛谷良夫君）

な食と農の関係者が連携し、それぞれの強みを

出し合いながら新ビジネスの創出に挑戦する

ローカルフードプロジェクト 略してＬＦＰ―

と言っていますが を推進しております。―

ＬＦＰの推進母体でありますプラットフォー

ムに、１月末現在で109の事業者が参画してお

り、具体的には、お湯で戻すだけで簡単に調理

できる乾燥有機野菜や、果実に含まれるカロテ

ノイド等の機能性成分を含んだ飲料の開発な

ど、様々なプロジェクトを支援しているところ

です。
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今後も、本議会でお願いしております、企業

版ふるさと納税等を活用した新規事業「みやざ

きローカルフードプロジェクト強化事業」によ

り、新商品・サービス開発への支援を一層強化

してまいります。

水田転作についてお伺いしま○満行潤一議員

す。

水田活用の直接支払交付金制度は、国土が狭

く、農地面積も限られている我が国にとって、

国民の主食である米の安定供給、食料自給率・

自給力の向上、多面的機能の維持強化等を図る

ことを目的に、消費が落ち込む主食用米から、

麦や大豆などに作付を転換する農家を支援する

のが狙いだったと思います。

本年度当初予算には3,050億円を計上し、主

に10アール当たり２万～10万5,000円を農家に支

払っています。農林水産省は来年度から、農家

に支払ってきたこの交付金の条件を見直すと報

じられています。今後５年間で稲作のため一度

も水張りを行っていない農地は、交付対象から

除外する。つまり、米を今後５年間作らない農

地について、新たな作物の生産が定着したと判

断し、交付金の対象から外すと。ただ、多くの

農家がこの交付金を経営の支えにしてきたのに

加え、一度転作した農家が水田を復活させるの

は難しいとされ、生産農家に戸惑いが広がって

います。今後どのように対応していくのか、お

伺いいたします。

交付対象水田○農政水産部長（牛谷良夫君）

の見直しにつきましては、国から、「畑作物の

生産が固定化している農地は畑地化を促す一

方、水稲と転換作物とのブロックローテーショ

ンを促す観点から、今後５年間に一度も水張り

が行われない場合には交付対象としない方針で

ある」と伺っております。

本県では、飼料作物の作付が定着している水

田も見られますことから、見直しの一律の適用

は影響が大きいものと考えております。

県としましては、今後、農業者や農業団体か

ら直接意見を伺うなど、課題の把握に努めます

とともに、具体的な制度の運用に当たっては、

本県水田農業の持続的発展を損なうことがない

よう、国に対し必要な要望を行ってまいりま

す。

大きな改革というか、これは○満行潤一議員

大変なことだなと思っています。ずっと作りた

いのに作るなと、転作しなさいと言われてやっ

てきて、また戻せと言われても、この長い期

間、この調子でやってきて戻れるかというのが

ありますよね。

また、水張りできない水田は現行も対象外、

これは現行もそうなんですけれども、今後、運

用の厳格化を徹底する方針とも伺います。土手

のない水田、これも今後の課題になるのではな

いかと思います。

次に、林業の振興について環境森林部長に伺

います。

まず、国の森林環境譲与税について伺いま

す。

森林環境譲与税が創設され、2019年度（令和

元年度）から、市町村や都道府県に対して、私

有林人工林面積、林業就業者数及び人口による

客観的な基準で案分されて譲与されているとこ

ろです。県内の多くの自治体の活用が譲与額の

半分と聞きます。本県の活用状況をお伺いしま

す。

県では、市町○環境森林部長（河野譲二君）

村が実施する森林整備等に対する支援や、人材

の育成・確保、木材の利用促進に関する施策等

を推進するため、森林環境譲与税を活用してお
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ります。

具体的には、ＩＣＴを活用した森林情報デジ

タル化の推進や林地台帳の精度向上、みやざき

森林経営管理支援センターの設置・運営等によ

り、市町村の取組を支援しております。

また、みやざき林業大学校のカリキュラムの

充実や研修環境の整備のほか、県産材の販路拡

大対策などにも活用しております。

また、市町村では、森林経営管理に関する意

向調査や航空レーザー測量による森林資源情報

の調査、林業従事者の就労環境改善に向けた取

組・支援など、地域の特性を生かしながら、森

林整備の促進や担い手の育成・確保対策などに

取り組まれております。

今、部長の答弁にありまし○満行潤一議員

た、譲与税を活用されているみやざき森林経営

管理支援センター、これが昨年４月に県森林連

内に設置、開設されています。所有者が管理で

きなくなった森林を自治体で管理する国の制度

「森林経営管理制度」が始まり、私有林管理業

務を担う市町村からの相談、技術指導などの支

援拠点となるものと期待されています。専門職

の確保が困難な市町村にとって、心強い組織の

発足だと思います。みやざき森林経営管理支援

センターの活動実績について、お伺いいたしま

す。

森林経営管理○環境森林部長（河野譲二君）

支援センターは、林業の専門知識を有する３名

のアドバイザーを配置し、市町村職員のための

業務マニュアル等の作成を行うとともに、戸別

訪問等による各種相談へのきめ細かな対応や、

市町村職員を対象とした研修会を県内各地で９

回開催するなど、森林経営管理制度の中心的役

割を担う市町村の支援に精力的に取り組んでお

ります。

このような取組により、制度が創設されまし

た令和元年度以降、森林所有者への意向調査

が、17市町村、約8,000ヘクタールの森林で実施

され、そのうち森林所有者から申出のあった６

市町の約80ヘクタールの森林において、市町村

に経営管理を委託するための経営管理権集積計

画が策定されております。

適切な経営管理が行われてい○満行潤一議員

ない森林で、林業経営に適していれば、経営管

理を林業経営者に集積・集約化する（再委託）

とともに、それができない森林（林業経営に適

さない森林）の経営管理を市町村が行うこと

で、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業

化と森林の適切な管理の両立を図ることとして

います。

林業経営に適さない森林について、市町村は

どのような経営管理を行っていくのか、お伺い

いたします。

市町村が、効○環境森林部長（河野譲二君）

率的かつ安定的な経営管理が見込めないと判断

した林業経営に適さない森林につきましては、

森林経営管理法では、「市町村が森林の状況を

踏まえて、複層林化、その他の方法により経営

管理を行うものとする」とされております。

具体的には、適切な間伐を繰り返すことによ

り、管理コストの低い、針葉樹や広葉樹が混じ

り合った針広混交林へ誘導していくなど、森林

の持つ多面的機能を高度に発揮させる経営管理

を、森林組合等へ委託して行うことになりま

す。

県としましては、今後とも、支援センターと

連携しながら、市町村を支援してまいります。

次に、県の森林環境税の活用○満行潤一議員

状況についてです。

県民の共有の財産である森林を、県民みんな
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で守り育てていくために「宮崎県水と緑の森林

（もり）づくり条例」を制定し、この条例の理

念を実現していくために、「宮崎県森林環境

税」を導入しました。

この宮崎県森林環境税を活用して、令和３年

度からは、新たに「県民の理解と参画による森

林（もり）づくり」「多面的機能を発揮する豊

かな森林（もり）づくり」「森林を守り育む次

代の人づくり」を柱として、森林を県民みんな

で守り育てる意識の醸成や、健全で多様な森林

づくり・森林環境教育に取り組んでいますが、

具体的な県森林環境税を活用した取組状況をお

聞きいたします。

森林環境税の○環境森林部長（河野譲二君）

活用状況については、「県民の理解と参画によ

る森林（もり）づくり」として、森林ボラン

ティア団体等に対する活動支援や苗木の配布、

企業による森づくりの推進や県民ボランティア

の集いの開催などに取り組んでおります。

また、「多面的機能を発揮する豊かな森林

（もり）づくり」として、災害により発生した

流れ木などの撤去や、成長に優れたコンテナ苗

の生産支援などに取り組んでおります。

さらに、「森林を守り育む次代の人づくり」

として、川南遊学の森における体験教室の開催

や、ひなもり台県民ふれあいの森におけるタブ

レットを活用した森林学習の実施、子供たちを

対象に地域や学校で行う森林環境教育実践活動

の支援などに取り組んでおります。

林業経営基盤強化についてで○満行潤一議員

す。

平成27年の国勢調査では、本県の林業就業者

は2,222人。長年、減少傾向が続いていました

が、平成17年以降、下げ止まりの状況にありま

す。人口減少で林業従事者の確保も、やはり厳

しい状況です。林業経営体も急激に減少してお

り、直近の農林業センサスによれば、この５年

間で４割超減少しています。高齢化や後継者難

を背景としています。

ただ、株式会社をはじめとする会社組織等の

いわゆる林業事業体は、ほぼ横ばいで推移して

います。林業もまた農業と同じように、会社な

どの法人経営を進め、経営基盤を強化すること

が求められていると思いますが、林業事業体の

経営基盤強化の取組について、お伺いいたしま

す。

循環型林業を○環境森林部長（河野譲二君）

確立していく上では、伐採後の速やかな再造林

の実施が必要であり、その中心的な担い手とな

る株式会社など、林業事業体の経営基盤を強化

していくことが重要であると考えております。

このため県では、伐採と再造林の一体的な取

組等を目指す「ひなたのチカラ林業経営者」を

育成しており、作業の効率化につながる高性能

林業機械や、苗木運搬ドローン等の導入を支援

するとともに、施業の集約化や、路網整備と林

業機械の組合せによる生産性の向上、中小企業

診断士の派遣による経営支援など、効率的な経

営に向けた取組を促進しております。

今後とも、持続可能な森林・林業の確立を目

指し、林業事業体の経営基盤強化に取り組んで

まいります。

鳥獣被害対策 猿被害も増○満行潤一議員 ―

えているということです。近年の野生鳥獣によ

る農林作物の被害額は４億円前後と言われてい

ます。「正しい知識を持って対処する」、これ

は基本だと思います。

鹿の生息数は減少傾向にあるものの、生息地

が拡大しています。被害状況の共有や被害対策

の啓発・研修はどのような状況でしょうか。ま
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た、市町村、猟友会などとの情報共有、連携強

化が必要だと思います。ここは、農政水産部長

にお願いいたします。

野生鳥獣によ○農政水産部長（牛谷良夫君）

る農林作物等への令和２年度の被害額は、約４

億2,300万円で、依然として深刻な状況にありま

す。

このため県では、関係部局で構成する「鳥獣

被害対策特命チーム」において、県内の被害状

況や対策の情報を共有するとともに、各地域で

は、関係機関・団体等で構成する「地域特命

チーム」が、効果的な対策の実証や被害防止活

動を先導する集落リーダーの育成などに取り組

んでおります。

また、総合農業試験場に設置した「鳥獣被害

対策支援センター」において、技術指導や研

修、情報発信など、きめ細かな支援を行ってお

ります。

今後とも、引き続き、関係機関・団体等と連

携し、効果的な被害防止対策を進めてまいりま

す。

ぜひ、よろしくお願いいたし○満行潤一議員

ます。

次に、新県立宮崎病院開院についてお伺いい

たします。

１月11日に開院を迎えました。屋上のヘリ

ポート整備や手術支援ロボット導入など、新た

な機能も備え、より一層、県立病院として県民

へのサービス向上を果たすものと期待をしてい

ます。改築により、例えば救急病棟は、23床か

ら30床に広がるなど充実されています。

ただ、３月いっぱいは看護師等の定数は現定

数のままですから、病棟現場は大変な状況だと

察します。改築により、どのようなサービス向

上が図られたのか、アピールしていただけない

でしょうか。

また、グランドオープン時期は令和５年秋と

伺っていますが、計画どおりでしょうか。病院

局長にお願いします。

新病院では、医療○病院局長（桑山秀彦君）

機能の向上はもとより、患者など利用者への

サービス向上にも努めているところでございま

す。

具体的には、一般病棟では個室を増やし、１

ベッド当たりの床面積を広くするなど、入院患

者の療養環境の向上を図っております。また、

患者などからの様々な相談に応じる患者支援セ

ンターでは、相談員や相談室を増やして対応す

るなど、入院前から退院後までの支援を拡充し

ております。

さらに、外来部門では、診察順番を表示する

システムを導入しまして、売店など診察エリア

以外へも表示板を設置いたしますとともに、病

院内にＷｉ－Ｆｉを完備するなど、利用者の利

便性の向上にも努めているところであります。

なお、グランドオープン時期につきまして

は、計画どおりの令和５年秋頃を目指していま

す。

要望を２つぐらいしておきた○満行潤一議員

いと思います。

今後、解体工事、駐車場整備に移るわけです

が、ドクターヘリ運用や利用者の利用しやすい

駐車場整備等に御配慮いただきたいと思いま

す。

もう一つは、完成してみると、どうしてもこ

んなはずじゃなかったという部分が出てくると

思います。適切な見直し、適切な人員配置な

ど、現場の声をしっかり聞いて、真に必要な事

項について改善いただきますよう、お願い申し

上げたいと思います。
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次に、企業局のイメージ戦略についてであり

ます。

昨年７月、企業局のキャッチコピーに、「ひ

なたの恵みで 新たな未来」を制定していま

す。引き続き、キャッチコピーをイメージした

ロゴマークを一般公募し、12月に選定していま

す。ゼロカーボン社会づくりに貢献していると

いうメッセージ発信が目的でしょうか。制定の

目的と今後の展開について、お伺いいたしま

す。

企業局では、水力○企業局長（井手義哉君）

発電によるクリーンエネルギーの安定供給に努

めておりますが、こうした取組が十分に理解さ

れているとはいえない状況にあります。

ゼロカーボン社会づくりが強く求められる

中、その果たす役割はますます高まってきてお

りますので、これを好機と捉え、認知度向上を

目的として、キャッチコピー「ひなたの恵みで

新たな未来」と、それをイメージしたロゴマー

クを制定したところであります。ロゴマーク制

定後の今年１月からは、テレビＣＭや街頭ビ

ジョン、ＳＮＳ等においてロゴマークを活用し

た映像を流すなど、広く情報発信に努めており

ます。

今後ともＰＲ活動を継続し、県民の企業局へ

の理解を深めるとともに、ゼロカーボン社会づ

くりへの機運を高めてまいりたいと考えており

ます。

局長はされていないようです○満行潤一議員

けど、私は今日、もらった缶バッジをつけてい

ます。ぜひ、企業局のＰＲ、これだけ本県に対

して財政的な支援や技術的支援をいっぱい行っ

ていただいてるわけで、もっともっとＰＲを展

開してほしいなと思っています。

もう一つ、企業局のキャラクターであります

「けんでんくん」「こうすいくん」「ひとつせ

ちゃん」について、私自身認識していませんで

した。県民の認知度はどれほどなのかなと思い

ます。

このキャラクターはどのように活用されてい

るのか、お伺いいたします。

ありがとうござい○企業局長（井手義哉君）

ます。

企業局では、今般、局全体のシンボルとなる

ロゴマークを制定したところでありますが、企

業局が実施しております電気事業、工業用水道

事業、地域振興事業の３事業には、それぞれ

「けんでんくん」「こうすいくん」「ひとつせ

ちゃん」というイメージキャラクターがありま

す。これらのキャラクターでありますが、事業

内容を紹介する動画に発電や工業用水の仕組み

・役割を分かりやすく伝える説明役として登場

するほか、配布するグッズにも活用しておりま

して、施設の見学に来た子供たちに大変好評い

ただいております。

今後とも、キャラクターを活用しながら、企

業局の各事業の取組を広く県民に伝えてまいり

たいと考えております。

よく分かりました。○満行潤一議員

次に、教育を取り巻く環境についてお尋ねい

たします。

教員採用試験（追加選考試験）が行われてお

ります。他県の現職、元教員、障がいのある人

が受験対象となっています。

まず、公立小中学校における教員の欠員状況

と、年度当初から欠員が生じている理由につい

て、お伺いいたします。

近年、小中学校に○教育長（黒木淳一郎君）

おきましては、採用者数を大幅に増やしており

ますが、教員定数に占める欠員割合は、今年度
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も昨年度と同じく11.8％でありました。

国から配当される教員定数には、学級数に応

じて配当される定数と、年度ごとに様々な教育

課題への対応として加配される定数がございま

す。後者につきましては、年度末に数が確定す

ることから、臨時的任用講師で対応してきてお

ります。加えまして、児童生徒数が減少する

中、当初の想定よりも学級数が増加しているこ

となどが、欠員割合が高い理由であると考えて

おります。

県教育委員会といたしましては、長期的な学

級数等の推移を見通しながら、欠員割合が低下

するよう、計画的な教員採用に努めてまいりま

す。

その教員採用追加選考試験の○満行潤一議員

目的、試験内容及び追加選考試験を始めた時期

等をお伺いいたします。

欠員割合の減少を○教育長（黒木淳一郎君）

図るため、令和２年度から、１月に本県と東京

で追加選考試験を実施しております。

具体的には、一般選考試験の合格者数が採用

予定者数を満たさなかった受験区分につきまし

て、現職の教員や元教員を対象に募集しており

ます。あわせまして、障がい者の雇用促進のた

め、障がいのある方も対象として募集している

ところでございます。

試験内容は、模擬授業及び個人面接でありま

す。導入した令和２年度の応募者は６名でした

が、今年度は21名と大幅に増加いたしました。

県教育委員会といたしましては、追加選考試

験が、優秀な人材の確保とともに、本県へのＵ

ＩＪターンを促すことにもつながると考えてお

りますので、今後もさらなる周知に努めてまい

ります。

ぜひ、その拡大をお願いした○満行潤一議員

いと思います。

次に、制服のジェンダーレスに触れたいと思

います。このことについては、11月議会で岩切

議員も質問しています。

スラックスやスカートの着用を男女別指定か

ら選択制にする「ジェンダーレス制服」を採用

する動きが、全国的に広がっているようです。

ある調査によると、女子が「スラックス制服」

を選べる高校は、都道府県立高校の44.4％。本

県では20％で、全国36位。こんなに高い数字と

は知りませんでした。ここ数年で急増している

ようです。もともと冬場の防寒対策、自転車通

学時の利便性など、スカートの着用で不自由を

していた点はありました。

私の地元、都城西高校では、新年度入学生か

ら新制服になるようです。冬服は男女ともブレ

ザーとスラックスも選択でき、男女ともネクタ

イも選べる。夏服は男女兼用のポロシャツと

セーラーを選べたりなど、組合せも多様です。

個々の人権に配慮した取組が広がるといいと

思います。本県の状況についてお伺いいたしま

す。

県教育委員会が本○教育長（黒木淳一郎君）

年１月に実施いたしました調査によりますと、

スラックス、スカートの選択制を取り入れてい

る学校の割合は、県立高等学校では、制服を導

入している34校中18校、率にしますと52.9％、

公立中学校では125校中39校、率にしますと31.2

％となっております。

現在、制服選択制の導入の検討が行われてい

る学校もあることから、今後も、選択制を取り

入れる学校は増加する傾向にあると考えており

ます。

次に、生理用品の配備につい○満行潤一議員

てです。
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一昔前の駅のトイレや公衆トイレには、トイ

レットペーパーはなく、自分で用意するか自動

販売機で購入する、そういう時代でした。宮崎

大学キャンパス女子トイレに生理用品を配備と

の報道に接し、生理の貧困とは次元の違う展開

になってきたと感じています。近い将来、公衆

トイレに子供や大人用の紙おむつも普通に置い

てある、そういう世の中になればいいなと思い

ます。

県内の県立学校や公立小中学校における生理

用品の配備の状況について、お伺いいたしま

す。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、８月下旬から７校で試行的に生理用品の配

備を行い、実施効果や課題等を整理した上で、

生徒が安心かつ健康的な学校生活を送るための

環境づくりの一環として取り組むこととしたと

ころであります。

現在、特別支援学校を含めたほとんどの県立

学校におきまして、女子トイレの個室を中心

に、生徒が自由に使用できる生理用品を配備し

ております。

また、市町村立の小中学校につきましては、

それぞれの実態に応じて取り組まれている教育

委員会や学校があると伺っております。

県教育委員会といたしましては、今後とも適

宜、県立学校での配備に関する情報を市町村に

も提供してまいります。

次に、不法無線局対策につい○満行潤一議員

て、３問お伺いいたします。

日本は、法治国家でありながら電波の世界は

無法地帯です。警察、消防などの無線インフラ

にも、電波妨害など大きな悪影響を与えていま

す。

電波法には、「無線局を開設しようとする者

は、総務大臣の免許を受けなければならな

い。」「総務大臣の免許がないのに、無線局を

開設した者は、１年以下の懲役又は100万円以下

の罰金に処する。」と規定があります。

国家資格である無線従事者の専門知識もない

まま、無線機の改造や高出力での運用。電波の

人体に与える影響について無視できない状況に

もあります。

総務省の電波防護指針によれば、「これま

で50年以上の研究により、人体が強い電波にさ

らされると体温が上昇する作用や、周波数が低

い場合には体内に起こされた電流が神経を刺激

する作用がある」として、健康被害のおそれを

指摘しています。

目に見えない電波だからこそ、無線機の操

作、運用に厳格な基準が定めてあります。電波

法は一義的には国の所管です。しかし、平穏な

市民生活を脅かす法律違反に対しては、県でも

やれる対策があります。

まず、警察本部です。警察本部に不法無線局

開設の取締り状況をお伺いします。

九州総合通信局との合同取締りも行っておら

れます。日南警察署は文書で地区トラック協会

に要請されたともお聞きします。警察本部長に

状況をお伺いいたします。

不法無線局の開○警察本部長（佐藤隆司君）

設や運用は、電波法違反に当たり、消防、防

災、放送、携帯電話等の無線通信を妨害するな

ど、国民の日常生活の安全・安心を脅かす犯罪

であります。

警察におきましては、総務省九州総合通信局

と連携した取締りを実施しており、近年では、

令和２年に４件を検挙しております。

不法無線局に係る電波法違反については、引

き続き関係機関と連携した取締りを行うととも
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に、正しい電波利用に関する周知・啓発活動に

努めてまいります。

狩猟者による不法無線使用の○満行潤一議員

実態も深刻です。

今年も猟期に入りました。我が物顔でアマチ

ュア無線機を利用しています。猟友会を通した

法令遵守の啓発などが有効だと思われます。

狩猟者に対する無線の適正な利用について、

啓発状況を環境森林部長にお尋ねします。

複数人のグ○環境森林部長（河野譲二君）

ループによって行われる狩猟では、お互いに連

絡を取り合う手段として、一般的に無線が使用

されていることから、狩猟者に対する電波法令

等の遵守の啓発は重要であると認識しておりま

す。

このため県では、無線使用に関する注意事項

について、毎年、狩猟者登録の際にチラシを配

布し啓発するとともに、狩猟免許更新時には、

総務省九州総合通信局による講義の場を設けて

おります。

また、鳥獣行政担当者会議において、市町村

に有害鳥獣捕獲班への啓発を依頼するととも

に、宮崎県猟友会と連携した会報による会員へ

の周知を図っております。

今後とも、市町村や関係機関・団体と連携

し、無線の適正使用の啓発に努めてまいりま

す。

公共事業現場に関わるトラッ○満行潤一議員

クも、多くが違法ＣＢ無線局だと思われます。

市民バンドの出力は、最高0.5ワット、外部アン

テナは使用禁止なのですが、遠くまで飛びませ

ん。その100倍、200倍、1,000倍などと違法に大

出力の無線機とアンテナの改造を行い、現場の

移動時などに仲間同士で会話を交わす状況で

す。

本県の法令遵守の周知・啓発など取組状況を

お伺いします。公共三部を代表して、県土整備

部長にお願いします。

不法無線局○県土整備部長（西田員敏君）

は、テレビなどの受信といった日常生活や防災

行政無線などの重要な通信に悪影響を及ぼすこ

とから、公共工事におきましても、その撲滅に

向けた周知・啓発に取り組んでいるところであ

ります。

具体的には、土木工事共通仕様書に電波法の

遵守を明記し、受注者の責任において、適切に

運用することを求めております。

また、総務省の周知・啓発活動に併せて、庁

舎内における「ストップ・ザ・不法電波」の啓

発ポスターの掲示や、公共工事現場における不

法無線局撲滅の「のぼり旗」の設置により、電

波の適正利用を呼びかけております。

今後とも、関係機関と連携し、不法無線局対

策の周知・啓発に取り組むとともに、公共工事

における法令の遵守を徹底してまいります。

それをお聞きしましたけど、○満行潤一議員

実態はすごいものなんですよね。ぜひ、引き続

き啓発の強化をお願いしたいと思います。

次に、都農町のふるさと納税取消しに係る関

係事業者への支援策について伺います。

ふるさと納税の返礼品をめぐる問題で、総務

省は、都農町の対象団体としての指定を取り消

しました。同町は、取消しから２年間、指定は

受けられなくなります。町長は、「心より深く

おわび申し上げる」と謝罪し、指定取消しで打

撃を受ける町内の返礼品取扱事業者への支援策

を検討するため、「ふるさと納税支援対策室」

を設置しておられます。増え続ける注文に対応

するために、巨額の設備更新や生産能力の増

強、従業員の増員など先行投資をしている事業
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者も数多くあると思います。重要な販路を突然

失った関係事業者への支援策について、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

ふるさと○商工観光労働部長（横山浩文君）

納税制度における都農町の昨年度の寄附受入額

は、約83億円となるなど、ここ数年にわたり、

全国でも上位であったことから、今回の指定取

消しに伴い、町内で返礼品を取り扱っている事

業者には、様々な影響が生じているものと考え

ております。

都農町では、全事業者から聞き取りを行った

上で、支援方針を取りまとめており、今後、販

売促進や販路開拓、事業の再構築など、事業者

への支援に取り組まれるとのことでございま

す。

このため、県としましては、町の支援策や事

業者の状況などを注視し、必要に応じて、資金

繰りや雇用の維持、販路開拓などの支援を行い

たいと考えております。

ぜひ、よろしくお願いいたし○満行潤一議員

ます。

最後になりますが、テニスコートのハード仕

様についてであります。

県総合運動公園庭球場をハードコートに整備

するよう求める要望書を、日本テニス協会と県

テニス協会が、12月末に河野知事に提出されま

した。2027年開催予定の国スポに併せ、現在の

砂入り人工芝から、国際大会や国内トップレベ

ルの大会が誘致できるよう、ハード仕様への変

更を要望する内容です。あの伊達公子さんも同

席されていました。

県内の競技者優先で現状でいくか、全国の

トップ選手、大会誘致のためハードに変更する

か。二者択一ではないかと思います。国スポに

向けた整備方針、方向性は出ているのでしょう

か。知事にお願いいたします。

国民スポーツ大会に向○知事（河野俊嗣君）

けまして、県総合運動公園庭球場のコート面の

仕様を検討することとなりますが、日本テニス

協会及び県テニス協会からは、ハードコート化

への要望をいただいているところであります。

私も直接、日本テニス協会の土橋常務理事、伊

達理事などから、ハードコート化することによ

る本県選手の競技力向上や大会・合宿誘致の可

能性等について説明を受けたところでありま

す。

一方で、現在の砂入り人工芝コートは、足腰

への負担が軽く、全ての世代で活用が図れるこ

とや、雨に強く円滑な大会運営に資することな

どから国内で最も普及をしている仕様でありま

して、テニス競技者の多くに慣れ親しまれてい

るものと認識しております。

県としましては、これからの在り方を考える

に当たりまして、施設利用者のニーズ、県内外

の公営コートの状況、建設・維持管理コスト等

を検証するとともに、本県のスポーツ振興を図

る観点から、県総合運動公園庭球場が果たすべ

き役割を総合的に検討した上で、整備の方向性

を定めてまいりたいと考えております。

我が会派で、かつてインター○満行潤一議員

ハイに出た太田清海議員が、ハード仕様で仕方

がないんじゃないのかなとおっしゃっておりま

した。今回のハード仕様コートの整備は、屋外

型トレーニングセンターと併せ、スポーツラン

ドみやざきのさらなるブランド力の向上に寄与

するとともに、国内外のトップアスリートの招

致に有利に働くと私は思います。中央の競技団

体から本県に整備要請があったことは、重く受

け止めるべきだと思います。

今回、要望に同席されていました日本テニス
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協会理事の伊達公子さん。伊達さんのネームバ

リューは、日本だけではなく、海外でも通用す

るビッグネームです。伊達さんに協力をお願い

し、伊達さんの名を施設名に冠することや、テ

ニス大会の誘致などにより、本県のＰＲにつな

がるなど、様々な展開も期待できます。

ハード仕様コート整備に向け、今後、御検討

いただきたいと思います。要望しておきます。

最後に、要望をもう一つしておきます。

日本最古の都城警察署、昨日、徳重議員の代

表質問で触れていただきました。また、 原先蓬

輩にも、一般質問で触れていただくようです。

2000年６月から本会議場で訴えてきました。

もう22年間になります。ようやく調査費がつき

ました。財政当局をはじめ、関係各課に本当に

感謝申し上げます。ありがとうございます。地

域のニーズに合った早期の整備計画策定と、建

て替えまで現施設での対応、またよろしくお願

い申し上げたいと思います。

ただ、徳重議員からぜひ発言してくれと言わ

れているんですが、2028年完成予定となってい

ます。前年2027年の国スポに間に合いません。

西都警察署は、2004年の全国植樹祭に間に合わ

せるという理由で前倒しで改築した経緯もあり

ます。国スポに間に合うような整備方針ができ

るとありがたいと考えておりますので、ぜひ、

すばらしい警察署ができることを期待しており

ます。

最後になりましたが、議場にもおられます、

３月で退職を迎えられる県職員の皆さん、長い

間御苦労さまでした。今後とも県政発展に御支

援いただきますよう、また、ますますの御健勝

を祈念申し上げます。

以上で、私の代表質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

以上で、午前の質問は終わり○中野一則議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時27分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○中野一則議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団の重松幸次郎です。通告に従いまして

代表質問をさせていただきます。

質問項目は主に、令和４年度当初予算の概要

で、「コロナ禍からの復興と新たな成長活力の

創出」など３つの重点政策の中から特出して行

いますので、知事をはじめ関係部長、病院局

長、教育長の明快な御答弁をお願いいたしま

す。

初めに、新型コロナウイルスに感染され、療

養中の皆様の回復をお祈りするとともに、お亡

くなりになった方々と御家族に、心からお悔や

みを申し上げます。また、医療従事者をはじ

め、現場で御尽力いただいている全ての関係者

の皆様に感謝いたし、深く敬意を表します。

質問に入ります前に２点、我が党の立場を表

明させていただきます。

１点目は、ウクライナ情勢についてです。

ロシア軍は昨日、ウクライナへの本格侵攻を

開始しました。このことについて我が党の山口

代表は、次のように見解を述べられました。

「ロシアの行為は国際法上、決して許される

ものではない。特定の地域を一方的に独立国家

として承認することは許されないし、ロシアも

当事者である、ウクライナ東部の紛争解決を目

指すミンスク合意を破棄するような対応も言語
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道断だ。（中略）国際社会の秩序を混乱に陥れ

ていく。それもひとえにロシアが招いたことと

言わざるを得ない。日本として国際社会と連携

し、結束してルールを示し、それに反すれば制

裁を受けるということをしっかり示すべきだ。

これはウクライナという局地的な問題ではな

い。国際社会で力を使った国が優位になり、国

際法が意味をなさないものになってはならない

ことを国際社会の結束によって示す必要があ

る」

これ以上、悲惨な結果にならないことを願う

ものです。

２点目は、第208通常国会についてです。

今国会に政府が提出する法案58本のうち、特

に公明党が重視するのが、子ども政策の司令塔

となる「こども家庭庁」の創設に向けた関連法

案です。同庁は、首相直属の機関として内閣府

に設置され、同府の少子化対策、子どもの貧困

対策、児童手当や、厚生労働省の保育所、児童

虐待、ひとり親家庭支援などの関係部局を移管

し、幼稚園、いじめ対策などを担う文部科学省

とも連携しながら、子ども政策を一元的に推進

するものです。

政府は、2023年のできるだけ早い時期に創設

したい方針です。「教育の党」を自認する我が

公明党にとって、子育て・教育支援は結党時か

ら変わりなく、草創期に実現しました教科書無

償配布や児童手当制度をはじめ、2006年には党

独自に「少子社会トータルプラン」を策定し、

妊娠・出産への支援や教育費の負担軽減、働き

方改革などの政策を具現化してまいりました。

また、2019年10月からは幼児教育・保育の無

償化、2020年からは私立高校授業料の実質無償

化、大学など高等教育の無償化という３つの無

償化もスタートさせ、さらに昨年は、公立小学

校の35人学級を進めるための法改正や、児童生

徒にわいせつ行為をした教員の復帰を防ぐため

の議員立法を実現してまいりました。

ではなぜ、公明党は子育て・教育にこだわる

のか。それは、「子どもは未来の宝」「教育は

子どもの幸福のためにある」という確たる理念

があり、その下で、子育てを社会全体で応援す

る「チャイルドファースト」社会の構築という

ビジョンを党全体で共有しているからでありま

す。

６月15日の会期まで、2022年度補正予算や税

制改正関連法案など、国民に寄り添い、ポスト

コロナを見据えて、生活の質の向上と、経済の

好循環をさらに進めていただきたいです。

それでは、質問に入ります。

令和４年度当初予算について、重複するかと

思いますが、公明党県議団の代表として質問さ

せていただきます。

令和４年度当初予算編成の考え方と主な事業

について、知事に伺います。

以上を壇上での質問とし、以下の質問は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。令和４年度当初予算編成の考え方について

であります。

第１に、令和３年度１月補正、そして２月補

正予算と一体的な15か月予算として編成し、新

型コロナ対策や防災・減災、強靱化対策などを

切れ目なく講じること、第２に、県民の「安全

・安心」を確保するため、新型コロナ対策に万

全を期すこと、第３に、持続可能な地域づくり

のため、人口減少対策を強化するとともに、デ

ジタル化・ゼロカーボン化など、将来に向けた

取組を推進することとしております。

このほか、主な事業といたしましては、広域
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的なバスネットワークについて、13億円の基金

を設置し、県・市町村・交通事業者が一体と

なって最適化を図る取組や、治安・防災上の重

要拠点であります都城警察署・高岡警察署の建

て替えに向けた調査、国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会に向けた施設整備や競技力

向上の取組などを計上しております。

令和４年度におきましても、新型コロナをは

じめとする本県の課題にしっかりと向き合うと

ともに、未来に向かって、持続可能な宮崎県づ

くりを進めてまいります。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

国の経済対策に基づき、１つ目は、令和３年

度１月・２月補正予算と一体的な15か月予算と

して、新型コロナ対策や防災・減災、強靱化対

策を切れ目なく、２つ目は、県民の「安心・安

全」を確保し、これらも新型コロナ対策等を連

投する、３つ目は、持続可能な地域づくりのた

めに、人口減少対策やデジタル化・ゼロカーボ

ン社会の取組を柱に取り組まれるという考え方

を理解いたしました。

執行部より予算案の概要を伺いましたが、予

算額6,414億7,000万円余の大きな予算編成と

なっていることや、そのうち歳入予算を見ます

と、自主財源が40.2％を占め、前年より6.4％増

えて154億円余の増額になっていることを説明い

ただきました。

それでは詳しく、当初予算における歳入予算

の特徴について、総務部長にお伺いいたしま

す。

当初予算における○

歳入予算の特徴としまして、まず自主財源につ

きまして、コロナ禍においても業績が堅調な企

業も見られることなどから、法人事業税や個人

県民税などの伸びが見込まれ、県税全体としま

しては、対前年度比9.8％の増、1,048億円余と

過去最高を見込んでおります。

次に、依存財源につきましては、国全体の企

業業績が堅調であることなどにより、地方譲与

税が55.4％の増、202億円余を見込む一方、地方

交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地

方交付税は、11.0％の減、1,938億円余を見込ん

でおります。

また、県債発行額につきましては、臨時財政

対策債が大幅な減となりますことから、20.8％

の減、538億円余となっております。

この結果、自主財源比率は40.2％と、平成30

年度以来、４年ぶりの40％台となっておりま

す。

特に、県税である個人県民○重松幸次郎議員

税や法人事業税の伸びが9.8％増と顕著に表れて

いるということですが、その要因をまた分析さ

れて、お示しいただきたいと思います。

当初予算の基本的な考え方は承知いたしまし

た。では、具体的な政策についてお伺いいたし

ます。

初めに、県民のいのちを守る対策についてで

す。

新型コロナウイルスの変異株「オミクロン

株」が猛威を振るい、各地で感染者や濃厚接触

者が急増し、社会機能の維持に深刻な影響を及

ぼしています。本県でも、累計で１万7,600名を

超える感染者が確認され、病院や保健所など医

療現場の対応は多忙を極め、深刻な状況である

とお聞きしました。改めて、関係機関の皆様に

感謝を申し上げます。

そこで知事に、新型コロナの感染拡大につい

て、第６波の特徴及び感染の実態をどのように

分析し、どのような感染拡大防止の取組を行っ
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ているのかをお伺いします。

今回の第６波の特徴○知事（河野俊嗣君）

は、感染力が極めて強く、また感染拡大の速度

も非常に速いオミクロン株の影響によりまし

て、年明け以降、過去に経験したことのないス

ピードで感染が爆発的に拡大した点にありま

す。

また、県内の感染の実態としましては、年末

年始に県外から持ち込まれたウイルスが、まず

は成人式前後の会食等の場で若い世代に広が

り、その後、家庭を経由し、職場や学校、そし

て高齢者施設や医療機関までに広がっているも

のと分析しております。

オミクロン株の特徴を踏まえ、これまで早め

早めに対策を講じてきたところでありまして、

特に感染拡大の一つの急所である飲食店におき

ましては、事業者や県民の皆様の御協力をいた

だきながら、営業時間の短縮や酒類の提供停止

等の強い対策によって感染は抑えられており、

全体の新規感染者数も、大きな傾向としては減

少傾向にあるところでありますが、現在は、学

校や教育保育施設、高齢者施設においてクラス

ターが多く発生し、その減少傾向も緩やかにな

りつつある状況でございます。そして、残念な

がら、その多くは無症状ないし軽症で済むオミ

クロン株でありますが、基礎疾患を有する高齢

の方には命にも関わる事態になっているという

ことで、今月２日より続けて毎日のようにお亡

くなりになる方が出ております。

このため、こういった様々なクラスターが発

生しているような施設に対しましては、改めて

感染防止対策の周知・徹底を図るとともに、教

職員や施設従事者・利用者等に対する優先接種

枠を設定して、３回目のワクチン接種を加速化

させているところでありまして、これらの取組

を通じ、また県民の皆様の御理解と御協力を得

ながら、第６波の早期の鎮静化を図ってまいり

ます。

答弁にありましたとおり、○重松幸次郎議員

感染の急増について感染症の専門の医師は、

「これまでのアルファ株やデルタ株に比べて、

オミクロン株はウイルスの増殖スピードが格段

に速いことが関係している。このため感染して

から発症するまでの潜伏期間も短くなってい

る」と分析されています。

一方で、感染力は強まっている反面で、病原

性（病気を発症させる性質）はかなり低くなっ

ている点も指摘されておりますが、油断はでき

ません。

そこで、重症者は少ないが、死亡者数が増え

ていることについて、県はどのように受け止

め、県民にはどのような取組を求めているの

か、福祉保健部長にお尋ねいたします。

県では、医○福祉保健部長（重黒木 清君）

療機関や訪問看護ステーション等と連携し、入

院治療や自宅療養者の健康管理を行うなど、全

力を尽くしておりますが、基礎疾患を有する高

齢の患者の方々がお亡くなりになる状況が続い

ておりまして、重く受け止めているところでご

ざいます。

オミクロン株は比較的重症化しにくいと言わ

れておりますけれども、高齢者施設でのクラス

ターの続発等により、高齢者の感染者数が大き

く増加し、感染を契機に持病や体調が悪化・急

変し、命に関わるケースが多く生じておりま

す。

県民の皆様には、高齢者が感染した場合、重

症化や死亡のリスクが高いことを改めて御認識

いただき、基本的な感染防止対策を徹底いただ

くとともに、可能な限り接触機会を減らすな
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ど、引き続き、必要な取組に御協力をお願いし

ているところであります。

オミクロン株だからといっ○重松幸次郎議員

て特別な感染対策を行うより、基本的な感染対

策を徹底することが重要であるということであ

ります。

先ほどの専門の医師は、「まずはうつさない

対策が重要であり、病原性の弱まり方次第では

波を数えることに意味がなくなる時期も来るか

もしれない。その際には、きちんと社会を正常

化させていく取組が政府には強く求められる」

と述べられています。そのような時期が来るこ

とを願いながら、次の質問に入ります。

次は、新型コロナのワクチン接種ではなく、

風疹や水ぼうそうなど子供の頃に受けた定期接

種のワクチンの再接種についてであります。

子供ががんの治療で骨髄移植を受けたり、化

学療法などを受けると、定期接種のワクチンで

得た効果が低下したり抗体を消失したりして、

再接種が必要となります。その場合、任意接種

扱いとなり、費用は自己負担になり、約20万円

かかるそうです。「感染症から子供を守りた

い」「高額の医療費や入院費に加え、再接種の

自己負担は経済的に厳しい」という切実な声

が、全国各地で我が党の議員に寄せられていま

す。

そこで、骨髄移植等により予防接種で獲得し

た免疫を失った方に対する、県内における再接

種費用助成の状況と、今後、県として取り組む

考えはないか、福祉保健部長にお伺いします。

麻疹や風疹○福祉保健部長（重黒木 清君）

などの伝染のおそれがある疾病につきまして

は、蔓延防止や重症化予防を目的に、定期予防

接種として行われている一方、骨髄移植等によ

り免疫を失った方に対する再接種につきまして

は、御質問にありましたとおり、公費負担のな

い任意の接種となるため、接種費用は全額自己

負担となっております。

そのような中、県内では９市町村で、小児が

んにより骨髄移植等を受けた方を対象に、再接

種に対する助成が行われております。

再接種の助成につきましては、まずは市町村

におきまして検討していただくものであります

が、現在、国において、定期予防接種化の検討

が行われておりますので、県といたしまして

は、国の動向を注視しながら、今後の対応を検

討してまいります。

県内９市町村が取り組んで○重松幸次郎議員

いらっしゃるということです。参考であります

けど、日本造血細胞移植学会は、平成30年７

月18日に調査をし、全1,741自治体、全部から回

答を得ております。骨髄移植等の医療行為によ

り免疫を消失された方に対し再接種に対する何

らかの助成事業を行っている自治体は89あり、

全体の5.1％、うち27自治体（助成事業を行って

いる自治体の30.3％）では、費用の全額を補助

しております。

また、現在実施していない1,652自治体のう

ち、今後何らかの助成事業を実施予定としたの

は83自治体であり、実施を検討している自治体

は238であったとのことです。

この支援の輪は全国で広がっております。私

も、骨髄移植コーディネーターの方を通じて、

ある病院のドクターの話を伺いましたが、まだ

助成制度がない市町村にぜひとも自己負担をな

くすよう要望されました。県からの補助支援の

検討、よろしくお願いいたします。

県民の命を守る拠点として、約２年８か月の

整備・準備期間を経て、新県立宮崎病院が本年

１月11日に開院いたしました。多くの関係者の
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皆様の御尽力に感謝申し上げます。引き続き、

令和５年秋頃のグランドオープンまで作業の安

全を祈ります。

施設見学をさせていただきましたが、明るく

モダンなエントランスと、病室と一体化した共

有部分に余裕を持たせ、入院患者はもとより、

医療スタッフへの配慮を感じた次第です。屋上

のヘリポートや最新鋭の医療機器も充実させて

おり、診療機能を効果的に発揮できるものと期

待しております。

そこで、県立宮崎病院の新たな施設整備を生

かして、どのように人材確保や人材育成を図っ

ていくのか。また、地域医療の充実にどのよう

につなげていくのか、病院局長にお伺いしま

す。

新県立宮崎病院で○病院局長（桑山秀彦君）

は、救急・総合診療センターやＩＣＵ、手術室

の拡充、手術支援ロボットの導入などにより、

救急医療、高度・急性期医療の充実が図られま

すとともに、病棟などの機能も一新されました

ので、働く場、あるいは研さんの場としての魅

力も大きく向上するものと考えております。

今後、こうした新病院の魅力を就職説明会な

どでＰＲしながら人材確保に努めますととも

に、研修プログラムや指導体制の充実を図りな

がら、人材育成にも努めてまいります。

また、宮崎病院は、令和２年11月に地域医療

支援病院の承認を受けたところでありますが、

充実された医療機能を生かして、地域の医療機

関との連携をさらに推進することで、引き続き

地域医療の充実に貢献してまいります。

宮崎県全体の高度・急性期○重松幸次郎議員

医療を担い、県民へ一歩先行く医療サービス提

供をお願いいたします。

次は、県民のくらしを守る対策について伺い

ます。

長期化するコロナ禍の影響で、全ての業種に

経済活動と経営の停滞・低迷が及んでおります

が、特に人の流れが止まると途端に落ち込んで

いくのが観光業や運輸業です。ポストコロナを

見据えて、本県経済の柱である観光・運輸の利

用促進は重要な施策と考えます。

そこで、公共交通・物流需要回復プロジェク

ト事業について、総合政策部長に伺います。

公共交通・物○総合政策部長（松浦直康君）

流需要回復プロジェクト事業につきましては、

新型コロナの影響により大きく落ち込んでおり

ます公共交通や物流の需要回復を図るため、事

業者による利用促進の取組を支援するものであ

ります。

昨年度から、「みやざき、のってん！プロ

ジェクト」として、格安旅行商品や企画乗車券

の造成、運賃割引など、事業者ごとの取組を支

援してまいりましたが、長期化する感染拡大の

影響により、中断を余儀なくされたことなどか

ら、来年度も引き続き支援を行うこととしたと

ころでございます。

今後も、感染状況を踏まえながら利用促進に

取り組み、公共交通・物流の需要回復をしっか

りと図ってまいります。

国のＧo Ｔoキャンペーン○重松幸次郎議員

や、ジモ・ミヤ・タビなど県独自の取組と連携

し、効率的な取組をお願いいたします。

関連して、新船カーフェリーの旅客確保につ

いて伺います。

いよいよ本年４月、また10月に新船が就航い

たしますが、「フェリーたかちほ」は旅客定

員576人で、様々なニーズに対応できるよう、今

の船に比べて個室を大幅に増やしていると、ニ

ュースで知りました。あわせて、４月15日初日
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の予約が、今月15日始まり、ホームページでの

受付も含め、多くの予約があったということで

す。

そこで、カーフェリーについて、「船旅の新

たな魅力開発・発信支援事業」により、どのよ

うにして旅客を確保していくのか、同じく総合

政策部長に伺います。

カーフェリー○総合政策部長（松浦直康君）

の新船就航に向けましては、現在、県内外でプ

ロモーションが行われておりますが、航路を将

来にわたって安定的に維持していくためには、

カーフェリーが、単なる移動手段ではなくて、

旅の目的の一つとしても選ばれるよう、船旅の

魅力を高めていくことが重要であります。

そこで、「船旅の新たな魅力開発・発信支援

事業」によりまして、宮崎カーフェリーが行う

船上でのコンサートやグルメフェアなど、船旅

の魅力を高めるイベントの企画やＳＮＳなどに

よる情報発信に対して支援することとしており

ます。

また、市町村や観光協会などの関係機関とも

連携し、フェリーが地域の魅力を発信する場と

しても活用されるよう、取り組んでまいりま

す。

本県物流の要であり、かつ○重松幸次郎議員

快適な船旅を満喫できる新船カーフェリーの就

航を大いに期待しております。

新型コロナウイルス感染拡大とともに、最も

影響を受けている方々の中に、文化・芸術関係

者の皆様もいらっしゃいます。

私自身も市内のダンススクールの先生から直

接お話を伺いましたが、コンサートや舞台が全

てキャンセルとなり、今後の開催も見送りと

なっている現状です。

また、「文化・芸術は、日頃の鍛錬があって

こそ芸の完成に至るだけに、練習も公演もでき

ない中では、芸のレベルを維持することが非常

に厳しい」ということも教えていただきまし

た。

文化・芸術の灯を絶やさないことは重要で

す。財政的な支援は国の政策ですが、まず文化

に親しむ人を育て、他分野とも連携し広めてい

くことが大切です。

そこで、県民誰もが身近に文化を感じ、楽し

めるようになることが大事ですが、文化の裾野

を広げていくためにはどのように取り組んでい

くのか、再度、総合政策部長にお伺いします。

議員御指摘の○総合政策部長（松浦直康君）

とおり、県民誰もが文化に触れ、親しむことが

できる地域社会を目指していくことが大変重要

であります。

このため、今議会に提案しております宮崎県

文化振興条例では、文化振興等に当たっての基

本理念や方向性を定めることとしておりまし

て、あわせて、必要な取組を積極的に展開して

まいります。

具体的には、宮崎国際音楽祭など従来の事業

に加えまして、来年度は、町なかで気軽に音楽

やアート作品などに触れていただくようなアー

トイベントを実施いたしますほか、地域におけ

る文化団体の活動や、文化と福祉やまちづくり

など、他の分野が連携する取組を支援いたしま

す。

さらに、ＳＮＳを通じて、文化に関する様々

な情報を県民の皆様に提供していくこととして

おります。

文化は人の心を癒やし、豊○重松幸次郎議員

かにし、人と人を結ぶ力がありますので、文化

活動の推進をお願いいたします。

ここでお知らせです。答弁にもありましたよ
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うに、今年も宮崎国際音楽祭が４月30日からご

ざいますが、今回も県議会文化芸術振興会で、

メインプログラム・スペシャルプログラムのコ

ンサート参加にチケット補助を行うことになり

ました。先の見えないコロナとの闘いを乗り越

える機運を高めながら、県民の皆さんと一緒に

楽しみたいと思います。

厳しい経営環境にあります中小企業・商工業

の支援について、単刀直入に、商工観光労働部

長に３点伺います。

まず、ポストコロナに向けた県内中小企業の

取組に対して、どのような支援を行っていくの

かをお伺いします。

県内中小○商工観光労働部長（横山浩文君）

企業におきましては、コロナの影響による市場

ニーズなどの経済活動を取り巻く環境の変化に

直面しており、ポストコロナに向け、このよう

な変化に対応し、新たな事業展開を図っていく

ことが大変重要であると考えております。

このため、今議会でお願いしております「地

域中小企業等新事業展開支援事業」によりまし

て、県内企業の新たな分野への進出等の取組

を、また「ものづくり企業等コロナ対策総合支

援事業」によりまして、生産性向上のための設

備改修やデジタル技術の導入を支援してまいり

たいと考えております。

これらの事業により、ポストコロナに向けた

企業の取組を、産業振興機構などの関係機関と

も連携しながら、積極的に後押しをしてまいり

ます。

様々に中小・小規模事業者○重松幸次郎議員

への支援がございますが、しっかり情報が行き

渡り、活用が進むように取り組んでいただきま

すよう、お願いいたします。

次に、企業立地についてです。

先日の宮日新聞で、「都城インター工業団地

桜木地区」は企業の注目度が高く、８月末の完

成を前に全12区画の優先交渉者12社が決定した

とありました。

さらに市は、新たな工業団地を整備する方針

であり、その要因は、都城インターチェンジか

らのアクセスのよさと、志布志港を約40分で結

ぶ都城志布志道路の整備も進み、さらなる海上

輸送との連携、向上が見込まれている強みと考

えます。

そこで、県内にある市町村の工業団地整備に

関する支援と、市町村と連携した企業立地につ

いて、お伺いいたします。

企業立地○商工観光労働部長（横山浩文君）

の受皿となる工業団地につきましては、市町村

が地域の実情に応じて整備を行っており、県と

いたしましては、これらに必要な調査事業や基

盤整備に対する補助、市町村担当者を対象とし

た、工業団地整備に関する研修会などにより支

援を行っております。

また、市町村と連携した取組といたしまし

て、企業情報の共有はもとより、企業訪問や現

地の視察対応に加え、市町村等と「企業立地促

進協議会」を組織し、展示会への出展や情報発

信、企業の人材確保への支援などに取り組んで

おります。

引き続き、市町村と連携しながら企業立地を

進めることで、県内への新たな投資や雇用の創

出につなげてまいります。

人を集め、産業の振興に寄○重松幸次郎議員

与する企業立地の展開に期待したいと思いま

す。

次は、海外販売拡大回復支援について伺いま

す。

県農畜産物は、香港やシンガポールを中心に
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輸出されており、今後はアジア以外にも、北米

・ＥＵなど新たな市場の販路開拓や輸出に対応

していくとのことですが、今現在はコロナ禍に

より停滞している状況とお聞きしました。

県産食品の輸出の現状と、ポストコロナに向

けて海外との経済交流を回復する取組を伺いま

す。

県産食品○商工観光労働部長（横山浩文君）

の輸出につきましては、農畜水産物が令和２年

度に約73億円と、前年に比べ約13億円増加して

おりますが、焼酎や調味料などの加工食品は、

令和２年の速報値で約9.6億円と、前年に比べ約

２億円減少しております。

このため県では、コロナ禍により海外との往

来が制限される中、オンラインでの商談機会の

提供や、東アジアや北米、ＥＵに配置しており

ますコーディネーターの活用による販路開拓に

取り組んでいるところでございます。

今後、ポストコロナに向けて、今議会でお願

いしております「オールみやざき海外販路回復

支援事業」によりまして、香港や台湾、シンガ

ポールの百貨店や飲食店でのフェアなどの販売

プロモーションと併せ、現地インフルエンサー

の招聘などによりますインバウンド対策にも取

り組み、海外との経済交流の回復を図ってまい

ります。

庁内全体で、農畜産品、加○重松幸次郎議員

工品、そしてインバウンド、観光交流を併せて

展開されることと理解いたしました。しっかり

準備していただきたいと思います。

次は、コロナ禍における影響と、また回復す

る農水産業の取組について、農政水産部長に３

点伺います。

初めに、米価下落の影響を受けた生産者への

営農継続を支援することは、大事だと考えま

す。そこで、新規事業「稲作経営基盤強化対策

事業」の目的と内容についてお伺いします。

コロナ禍での○農政水産部長（牛谷良夫君）

外食需要の急激な減少により、米の民間在庫量

が増加し、米価の下落につながっております。

本県においても、小規模な水稲生産者の減少

に伴い、農地を多く預かる大規模稲作農家ほど

米価下落の影響が大きく、営農継続に対する不

安の声を伺っております。

このため、規模拡大意向のある担い手や農作

業受託組織に対し、事業の継続を促すため、田

植機やコンバイン、乾燥機などの農業機械の導

入を支援する「稲作経営基盤強化対策事業」を

今議会にお願いしているところであります。

本事業により、担い手を核とした地域農業の

生産基盤の強化が図られ、水田農業の持続的発

展につながるものと考えております。

水田は、国土の保全、水源○重松幸次郎議員

の涵養のためにも大切に守ることが重要です。

水田農業の持続的発展、担い手確保への支援を

お願いいたします。

次に、合同政策研究会にて「みやざきの優良

種苗供給体制構築事業」の説明をいただき、特

に地域性が高く、対応が必要な品目が４つある

ことを伺いました。その中で、本県露地野菜の

重要品目の一つである里芋については、病害の

影響を受けて生産量が低下し、全国１位から３

位に下がっております。

そこで、本事業により、里芋の産地再生に向

けて、具体的にどのように取り組んでいくの

か、再度お伺いいたします。

里芋の生産量○農政水産部長（牛谷良夫君）

は、平成26年以降、病害の拡大により大きく減

少しましたが、生産者と関係機関が一体となっ

て防疫対策に取り組んだ結果、近年は増加傾向
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にあります。

一方、生産を拡大するためには、優良な種芋

を確保する必要がありますが、生産者の高齢化

や労働力不足等により、県内需要に対応でき

ず、産地再生を図る上で大きな課題となってお

ります。

このため、今議会でお願いしております「み

やざきの優良種苗供給体制構築事業」を活用し

て、関係者によるネットワーク会議を設置し、

種芋の生産、供給に関する課題分析と方針策定

を行いますとともに、生産に必要な機械等の導

入を支援してまいります。

県としましては、これらの取組を通じて優良

種芋の安定供給を図り、日本一の里芋産地復活

を目指してまいります。

里芋の生産日本一奪還に向○重松幸次郎議員

けて、また、それ以外の品目の安定した種苗供

給体制の構築に向けた取組についても、よろし

くお願いいたします。

前回、水産業を取り巻く厳しい状況、またそ

の支援策も伺いましたが、現在、宮崎キャビア

も、コロナ禍の影響で消費が低迷しているとお

聞きしました。長い年月と幾つもの製造工程を

経て、手間暇かけた極上の宮崎キャビアを大切

に守り、販路を広げていただきたい。

そこで、宮崎キャビアの販売拡大に向けた取

組について、再度お伺いいたします。

宮崎キャビア○農政水産部長（牛谷良夫君）

は、国内唯一の本格熟成キャビアとして、平

成25年から販売が開始され、伊勢志摩サミット

で提供されるなど、「日本一のキャビア」の地

位を確立し、国内での販売を拡大してきまし

た。

また、一層の販売拡大には、海外を視野に入

れる必要がありますことから、平成28年に国産

第１号の輸出を開始し、これまでにアメリカな

ど６つの国、地域に向けて輸出が行われている

ところであります。

加えて、現在、世界的に大きな市場でありま

すＥＵへの輸出に向け、ＥＵ－ＨＡＣＣＰの認

証取得や、販路調査などに取り組んでおりま

す。

県としましては、本県キャビア産業のさらな

る成長を目指し、今後とも、販路拡大の支援を

行いますとともに、県内でチョウザメ養殖を

行っている方々の経営安定に向けた取組を支援

してまいります。

日本一の生産を誇る宮崎○重松幸次郎議員

キャビア。アメリカに次いで、ＥＵへのＨＡＣ

ＣＰを取得して、販売拡大を進められるとのこ

と。生産者と一致団結して取り組んでいただき

たいと思います。

次の項目は、「変化を実感できるデジタル化

の推進」について、総合政策部長に３点伺いま

す。

デジタルトランスフォーメーション、略して

ＤＸという言葉が頻繁に使われるようになりま

した。そもそもＤＸとは、ＤＸが最初に提唱さ

れたのは2004年のこと。もともとスウェーデン

のウメオ大学教授、エリック・ストルターマン

氏が主張した、「ＩＴの浸透が、人々の生活を

あらゆる面でよりよい方向に変化させる」とい

う概念のことを指します。

近年では、一般的に「最新のデジタル技術を

駆使した、デジタル化時代に対応するための企

業の変革」という意味合いのビジネス用語とし

て使われているようです。

県内のＤＸの創出を促進し、ポストコロナの

産業成長につながる「みやざきＤＸさきがけプ

ロジェクト」について、お伺いいたします。
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県内の産業○総合政策部長（松浦直康君）

が、労働力不足など直面する課題に対処し、さ

らなる成長を図るためには、デジタル技術を活

用しながら業務を変革していくＤＸの取組が不

可欠と考えております。

このため、「みやざきＤＸさきがけプロジェ

クト」では、ＡＩや産業ロボットなど、デジタ

ル技術に直接触れる展示会の開催や、各産業の

デジタル化の好事例となる取組を支援するな

ど、事業者の関心や理解を深め、取組を促す環

境づくりを図ってまいります。

また、学生向けのプログラミング講座やイン

ターンシップに取り組みまして、需要が高まる

デジタル人材の育成・確保にも努めることとし

ております。

本事業を通じまして、関係機関との連携の

下、県内の各産業へのＤＸの普及・拡大につな

げてまいります。

各産業分野でのデジタル化○重松幸次郎議員

を推進し、成長産業となる後押しをお願いしま

す。

関連して、食品業界においても、デジタル化

に対応したマーケティングやデータの活用が重

要です。「デジタル社会に対応した食のビジネ

スモデル構築事業」についてお伺いいたしま

す。

ネット通販な○総合政策部長（松浦直康君）

どのＥＣ市場の拡大や、消費者ニーズの多様

化、グローバル化の進展など、ビジネスを取り

巻く環境が大きく変化していく中、食の分野に

おきましても、時代に合ったビジネスモデルの

構築を促していく必要があると考えておりま

す。

このため、「デジタル社会に対応した食のビ

ジネスモデル構築事業」では、オンライン物産

展を開催し、県産品の購買状況や売上動向、人

の流れなどのデータを収集・分析し、ＥＣ市場

における最適な販売方法の検証などに取り組む

こととしております。

また、クラウドファンディングによる資金調

達や、海外向けオンラインショップへの出店な

ど、新たなビジネスモデルへのチャレンジにつ

いても支援することとしております。

食に関する新たなビジネス○重松幸次郎議員

モデルの構築をお頼みします。

この項目の最後に、自治体へのデジタル化を

通して、ＩＴ人材の確保と育成が重要と考えま

す。そこで、新規事業「自治体ＤＸサポート事

業」の内容について、再度お伺いいたします。

デジタル化の○総合政策部長（松浦直康君）

動きをさらに進めていくためには、県や市町村

がスピード感を持って取り組んでいくことが求

められております。

その一方で、デジタル化が必要な分野は、行

政内部だけではなく、医療や福祉、産業振興な

ど多岐にわたっておりまして、これを職員だけ

で対応するのは限界があると考えております。

そこで、専門的なデジタル知識や経験を有す

る外部人材の活用が大変重要となりますが、こ

のような人材は都市部に集中しておりまして、

市町村によっては、独自に確保することが難し

いとの意見も伺っております。

そのため、本事業におきまして、専門人材を

登録し派遣するなど、県はもとより、市町村に

おける課題へ的確に対応できる体制を確保して

まいります。

大変重要なことだと思いま○重松幸次郎議員

す。外部人材の活用が重要です。自治体職員の

デジタル技術の積極的な活用事例が進みますよ

う、それを進めてください。
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ＤＸについて質問してまいりましたが、ここ

で、「リスキリング」という概念がＤＸの鍵を

握るとされていることを紹介いたします。

リスキリングとは、企業のＤＸ戦略におい

て、社内で新たに必要となる業務に人材が順応

できるようにする再教育という意味でありま

す。よく似た言葉に、「リカレント」という言

葉がありますが、両者の違いはというと、リカ

レント教育のほうは、大学や教育機関で学び直

すことに対し、リスキリングは、企業が社員に

対して実施する再開発、再教育という点です。

技術進捗によって衰退する産業がある一方、新

たに生み出され、必要性が高まる業種、職種も

あります。

一方で、多くの企業が「人材不足」という課

題に頭を悩ませています。人材不足といって

も、単純に人手が足りないということではな

く、ＤＸのために必要な、高い専門性を持った

人材が不足しているということです。企業に

は、ＤＸに必要な人材を新たに採用することに

加えて、自社内で育てることが求められていま

す。ひいては従業員の雇用を守る役割でもあ

る、とありました。

デジタル人材を育成し、事業環境変化に対応

する取組を、県から関係機関へ情報発信とサ

ポートをお願いいたします。

次は、ゼロカーボン社会づくりの推進につい

て、環境森林部長に何点かお伺いします。

昨年、公明党は、加藤官房長官に対し、

「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた

提言」を手渡しました。

2030年度のＣＯ 排出量を2013年度比で46％削２

減する脱炭素化目標の達成に向け、水素の利用

拡大、また太陽光などの再生可能エネルギーの

大量導入の取組が不可欠であると提言していま

す。激甚化・頻発化する自然災害の脅威を抑え

るには、国同士や社会全体で取り組むことが不

可欠です。

そこでまず、2050年ゼロカーボン社会づくり

プロモーション事業の目的と内容及びその効果

について、お伺いいたします。

ゼロカーボン○環境森林部長（河野譲二君）

社会の実現に当たっては、県民や事業者一人一

人の積極的な取組が不可欠であることから、こ

の事業は、ゼロカーボン社会づくりに向けた機

運醸成や行動変容を促すことを目的に実施する

ものであります。

事業内容としましては、ゼロカーボン化の取

組を身近に感じてもらうためのロゴマークや

キャッチコピー、具体的な行動を分かりやすく

まとめたパンフレットの作成など、訴求効果の

高い普及啓発を実施する予定としております。

この事業によって、県民、事業者の意識が高

まり、それぞれが自分自身の問題として、省エ

ネ、省資源や再エネの導入に取り組んでいただ

くことを期待しており、県民総ぐるみでゼロ

カーボン社会を実現してまいります。

事業者や県民一人一人の機○重松幸次郎議員

運の醸成や行動変容を促すこと、また事業者の

再生可能エネルギー導入の取組の支援を加速し

てください。

関連してお尋ねします。

「企業の災害対応力強化・ゼロカーボン化促

進事業」の目的と内容及びその効果について、

再度お伺いします。

この事業は、○環境森林部長（河野譲二君）

企業の事業継続計画、いわゆるＢＣＰの策定を

促し、非常用電源の確保にも資する太陽光発電

設備の導入を支援することによって、企業の災

害対応力の強化とゼロカーボン化の同時実現を
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図ることを目的としております。

事業内容としましては、ＢＣＰを策定済み、

または策定する見込みのある県内企業を対象

に、自家消費を目的とした太陽光発電設備の導

入について、費用の３分の１以内を、200万円を

上限として補助するものであります。

この事業により、ゼロカーボン化に積極的な

県内企業の取組を後押しすることで、災害対応

力を強化するとともに、再生可能エネルギーの

導入による温室効果ガス排出量削減を図ってま

いります。

猛威を振るう自然災害の要○重松幸次郎議員

因も地球温暖化にあります。そこで、企業の災

害対応力の強化と併せて、再生可能エネルギー

の導入促進は理にかなっていると確信します。

ぜひとも進めていただきたいと思います。

ここからは、森林産業についてお伺いしま

す。

脱炭素社会づくりに向けては、持続可能な森

林産業を推進していくことが重要です。そこ

で、新規事業「森林産業イノベーション人材創

出モデル事業」の事業内容について、再度お伺

いいたします。

この事業は、○環境森林部長（河野譲二君）

本県の森林産業を持続可能な資源循環型の地域

産業に変革させていくため、立場や視点の異な

る産学官の関係者を集め、地域の核となるイノ

ベーション人材創出に向けた取組として実施す

るものであります。

具体的には、県内の林業・木材産業関係者を

対象に、県内外の異業種人材や大学生等を交

え、森林産業についての学習会や現地訪問を行

い、その地域の歴史や文化を体感し、ワーク

ショップなどで議論することで、課題の本質を

捉え直し、行動力を高める一連の研修を実施す

るものであります。

このような取組を通じて、森林産業の変革に

必要な人材の創出を進め、イノベーションを推

進する土壌づくりを進めてまいります。

地域の核となる人材づくり○重松幸次郎議員

や、都市との連携を構築する事業と理解いたし

ました。あわせて、森林の保全は大切ですが、

伐採後の適切な再造林を進めることが求められ

ています。

私も先日、都城市の林業従事者から、再造林

の補助金の在り方について要望をいただき、そ

の件を当局と北諸県農林振興局に伝えさせてい

ただきました。

水源の涵養、森林吸収量の確保など、森林の

多面的機能を維持するための再造林の取組を発

揮する「水を貯え、災害に強い森林づくり事

業」の目的、その内容について、再度お伺いい

たします。

この事業は、○環境森林部長（河野譲二君）

水源の涵養や山地災害防止機能の高い公益上重

要な森林を対象に、伐採後の速やかな再造林や

広葉樹造林等を進めることにより、県土の保全

や二酸化炭素吸収量の増加などの多面的機能を

発揮する、豊かな森林づくりを推進するもので

あります。

事業内容としましては、県の森林環境税等を

活用し、水土保全機能の低下を防止するため、

伐採後、おおむね１年以内に行う再造林に対し

て、造林補助金のかさ上げ補助を行うこととし

ております。

また、荒廃林地における広葉樹の植栽等に対

し、造林補助金の残額補助を行うとともに、新

たに、効果的な広葉樹造林を推進するためのマ

ニュアルを作成することとしております。

この項目の最後になります○重松幸次郎議員
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が、切り出された県産材を有効に使っていただ

くためには、優良材の供給と、その使い手であ

る建築士の育成などの取組も大切です。

そこで、「みやざき材を魅せる「空間・人」

づくり事業の事業」の内容について、再度お伺

いいたします。

人口減少等に○環境森林部長（河野譲二君）

より、今後、住宅分野における木材需要の減少

が見込まれる中、新たな需要先として、また、

ゼロカーボン社会の実現に向けても、木造率の

低い非住宅分野での木材利用を進めていく必要

があります。

このため本事業では、木材製品が、非住宅分

野の中で特に設計時に構造計算が求められる中

大規模建築物の部材としての品質、性能に応え

られるよう、製材工場等を対象に、木材強度等

を表示したＪＡＳ認証材等を普及する研修を実

施するとともに、新規の認証取得に要する経費

を支援することとしております。

また、木造設計の技術を有する建築士のスキ

ルアップを図るセミナーを実施するとともに、

県産材を活用した中・大規模木造施設の設計に

要する経費を支援することとしております。

県産材のさらなる利用促進○重松幸次郎議員

につながる取組をお願いいたします。

次の項目は、宮崎ならではの魅力向上と情報

発信について伺います。

新型コロナの感染防止対策においての情報発

信は、感染状況をはじめ、ＰＣＲ検査方法やワ

クチン接種方法、また健康・副反応相談などな

ど多岐にわたり、それらを速やかに、分かりや

すく、そして多様化する伝達手段にて情報発信

を行わなければなりません。ましてや、24時間

態勢であり、いざ情報発信となると、慎重の上

にも慎重を期すこととなり、また効果を高める

ための専門的人材が必要と考えます。

そこで、広報についての事業として、戦略的

広報強化推進事業の内容について、総合政策部

長にお伺いします。

近年、情報を○総合政策部長（松浦直康君）

取得する手段として、特に若者は、ＳＮＳなど

インターネットの利用が中心となり、テレビ離

れ、活字離れが進むなど、数多くの情報があふ

れている中で、広く情報を届けることが難しく

なってきております。

このような中、県民へ適時、的確に情報を届

けるためには、対象の方々の特性に応じた広報

媒体の選定や、伝わる表現内容を工夫すること

が重要であります。

戦略的広報強化推進事業におきましては、専

門知識や豊富な経験を有する外部人材を活用す

ることにより、適切な広報媒体の選定や表現方

法などに関して助言等を得ながら情報発信を行

うことで、より戦略的な広報の強化につなげて

いくこととしております。

感染防止や経済対策におい○重松幸次郎議員

ても、的確で効果的な広報活動をお願いいたし

ます。

新型コロナの感染防止対策の情報発信は当然

ですが、今後は、本年４月に新船カーフェリー

の就航に始まり、令和５年度には屋外型トレー

ニングセンターの供用開始及び山之口町に建設

中の陸上競技場の完成、令和６年度には都城志

布志道路の全線開通、そして令和９年度の国ス

ポ・障スポの開催などなど、幾重にも本県の話

題が広がっていきます。それら宮崎の魅力を発

信していくことが求められます。

そこで、知事が先頭に立って、自ら情報発信

を行うことが重要と考えますが、御見解をお伺

いいたします。
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御指摘のとおり、県と○知事（河野俊嗣君）

しての取組、また知事としての思いを伝えてい

く、自ら発信していくことは大変重要だと考え

ておりまして、現在のコロナ禍におきまして

は、県民の命と安全・安心な暮らしを守りたい

という思いで、私が先頭に立ちまして、自ら記

者会見を行っているところであります。

それぞれの感染の波ごとに10数回に及ぶ記者

会見になっております。また、テレビの報道番

組やＣＭへの出演、ＳＮＳなど様々な媒体も活

用しながら、県民の皆様へしっかりと情報発信

に取り組んでいるところであります。

また、県立宮崎病院の開院やカーフェリーの

新船就航など、今後に向けた持続可能な本県の

土台づくりの取組を着々と進めており、コロナ

後の経済回復に向けまして、こうした取組、さ

らには本県の魅力というもののアピールを、

様々な機会を通じて県内外へ発信していくこと

が大変重要であろうかと考えております。

現在、様々な総会などが開催できない中で、

オンラインでの開催ということになっておりま

す。そのような折に、ビデオメッセージなどを

収録して、県外の皆様にも、宮崎の様々な魅力

発信に努めているところであります。

今後とも、優先度、緊急性を適時判断しなが

ら、いかに的確に分かりやすく伝えるかという

ことにも十分注意しながら、県内外への効果的

な情報発信に、私が先頭に立って取り組んでま

いります。

答弁にありましたとおり、○重松幸次郎議員

連日知事から、新型コロナの感染防止対策を呼

びかけ続けられることは効果があると感じてお

ります。これからも、どしどしメディアに登場

して、本県の魅力を発信してください。

先ほども述べましたが、県内の様々なスポー

ツ施設が完成し、スポーツランドみやざきのさ

らなる充実が期待できます。

そこで、スポーツツーリズムやスポーツ合宿

・キャンプやスポーツ大会の誘致、それに観光

・環境・文化などの地域資源を掛け合わせたま

ちづくり、地域活性化のための活動を推進す

る、それをスポーツ庁が所管している「地域ス

ポーツコミッション」を活用すべきと考えま

す。改めて、好機到来の意義を込めてお尋ねい

たします。

地域スポーツコミッションを活用し、スポー

ツランドみやざきの取組の充実を図ってはどう

かと思いますが、知事の考えをお伺いします。

御指摘の地域スポーツ○知事（河野俊嗣君）

コミッションは、官民一体で、スポーツ合宿や

大会の誘致、スポーツツーリズムの推進など、

スポーツを通じた地域活性化を目指すものであ

りまして、本県では、宮崎県観光協会など５つ

の組織が活動しているところであります。

本県は、スポーツキャンプ合宿の受入れ環境

やノウハウなどにおいて優位性が高く、サー

フィンやゴルフ、サイクリングなどに適した環

境に恵まれております。コロナ禍におきまし

て、その価値というものはますます高まってい

るものと考えておりまして、スポーツを活用し

た交流人口の拡大、経済の活性化を図る取組

を、今後さらに進めてまいりたいと考えており

ます。

県としましては、今後とも、県観光協会をは

じめとする地域スポーツコミッションと連携し

ながら、スポーツ合宿・大会の全県化、通年

化、多種目化を推進するとともに、スポーツ観

戦等を目的に来県される方々を観光地に誘導す

る仕組みづくりや、本県ならではの快適な環境

を生かしたスポーツツーリズムの推進など、ス
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ポーツランドみやざきの取組の充実を図ってま

いります。

スポーツ庁の第２期スポー○重松幸次郎議員

ツ基本計画では、2021年度末までに全国の地域

スポーツコミッションの設置数を170にまで拡大

することを目標として掲げており、スポーツ庁

の調査では、2021年10月段階で、全国に177の地

域スポーツコミッションが設置され、目標を達

成しています。

スポーツ庁も、必ずしも「スポーツコミッ

ション」という名称は使用しなくてよいとして

おり、本県では宮崎県観光協会をはじめ、５団

体がしっかり担っておられますことは、先ほど

の答弁でありましたとおりです。これらの団体

の今後の活動の充実を期待しております。

最後の項目となりますが、人材育成と教育政

策についてお伺いします。

まず、建設業における担い手確保についてで

す。これまでも、私を含めて多くの議員から質

問がありましたが、改めて、建設業の担い手の

現状と、新規事業である「未来へつなぐ建設産

業担い手確保・育成支援事業」の取組内容につ

いて、県土整備部長にお伺いします。

県内建設業の○県土整備部長（西田員敏君）

就業者の現状は、30歳未満の割合が約１割であ

るのに対し、50歳以上が５割強となっており、

また、有効求人倍率も高止まりするなど、議員

御指摘のとおり、若年者を中心に、担い手の確

保・育成が喫緊の課題となっております。

このため、今議会でお願いしております令和

４年度新規事業では、建設企業と学校をつなぐ

担い手コーディネーターを新設するとともに、

高校生向けの現場見学会やインターンシップな

どの取組も、引き続き実施してまいります。

また、新たに、建設産業の魅力や企業情報な

どを携帯端末でも閲覧できるポータルサイトの

構築に加え、各企業の採用力向上に資するセミ

ナーを開催するほか、建設ＩＣＴ研修会なども

行ってまいります。

今後とも、教育機関などとの一層の連携を図

りながら、これらの取組を進め、さらなる担い

手の確保・育成につなげてまいります。

インフラ整備には欠かせな○重松幸次郎議員

い建設産業の担い手をしっかり確保し、スキル

アップの支援をお願いいたします。

関連して、建設産業のキャリアアップシステ

ム、ＣＣＵＳ（コンストラクション・キャリア

・アップ・システム）の取組については、昨

日、徳重議員の代表質問でもございましたので

割愛いたしますが、私は、以前に質問しており

ました登録基幹技能者の活用について、地元の

建設業の方から要望をいただいておりますの

で、再度お尋ねいたします。

この登録基幹技能者について、ホームページ

から引用いたしますと、「建設工事で生産性の

向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い

施工を確保するためには、現場で直接生産活動

に従事する技能労働者、とりわけその中核をな

す職長等の果たす役割が重要です。現場では、

いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管

理業務に参画し、補佐することが期待されてい

ます」ということでありますが、前回までの答

弁では、各種専門工事において、まだ登録基幹

技能者の人数そのものが足りていないとのこと

でした。まずは、技能者の養成を急ぐべきと考

えます。

そこで、公共工事における登録基幹技能者へ

の育成につながる取組について、県土整備部長

にお伺いします。

登録基幹技能○県土整備部長（西田員敏君）
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者は、熟練した作業能力と豊富な知識を備え、

現場を効率的にまとめるマネジメント能力を有

する資格認定を受けた技能者であります。

県におきましては、登録基幹技能者を経営事

項審査の評価対象とするほか、専門工事の入札

において、主任技術者の要件を満たすものとし

て位置づけているところであります。

また、国において導入を推進している建設

キャリアアップシステムでは、技能者の能力評

価において最高レベルに位置づけ、技能労働者

の目標像となっております。

今後も、これまでの取組を続けますととも

に、建設キャリアアップシステムの普及・拡大

を進めることで、登録基幹技能者の地位向上、

処遇改善を図り、育成につなげてまいります。

繰り返しになりますが、建○重松幸次郎議員

設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、

安全面での質の高い施工を確保するために、技

能者のキャリアアップ並びに登録基幹技能者の

養成に御尽力いただき、その上で、登録基幹技

能者を入札配置予定に加えていただきますよう

要望いたします。

この項目の最後に、教育政策について教育長

に３点お伺いいたします。

初めに、部活動指導員配置事業についてで

す。

本県では、平成31年から任用が始まったと伺

いました。文部科学省の資料では、この事業の

背景は、運動部活動については、顧問のうち、

保健体育以外の教員で担当している部活動の競

技経験がない者が、中学校で約46％、高等学校

では約41％となっていて、一方、日本の中学校

教員の勤務時間は、ＯＥＣＤ参加国・地域中、

最長となっているとのことです。教員の負担軽

減のためには有効な事業だと考えますし、ここ

最近の教員不足など、いろんな話につながって

くるかと思います。

部活動指導員について、これまでの配置状況

と効果を伺います。

部活動指導員につ○教育長（黒木淳一郎君）

きましては、教員の負担軽減を目的に、公立中

学校には令和元年度より、県立高校には本年度

より配置しているところであります。

配置状況といたしましては、地域の指導者や

退職教員などを公立中学校に、令和元年度が34

名、令和２年度が51名、本年度が60名、また県

立高校に、本年度６名配置しております。

配置の効果といたしましては、教員の時間外

業務時間の削減や休日の確保、専門的な指導が

困難な教員の心理的負担の軽減などが報告され

ております。

運動部だけでなく、文化部○重松幸次郎議員

（吹奏楽部）などにも配置されているとのお話

も伺いました。もっと配置人員を増やせるよう

に、国からの補助を拡充させ、また教員の働き

方改革に資する取組を、県からも私たち議員か

らも、国へ届けていきたいと思います。

次に、中高生を対象にＳＮＳ（ソーシャル・

ネットワーキング・サービス）を活用した教育

相談窓口が全国で開設されています。生徒が抱

える様々な悩みを、気楽に、誰にも知られずに

相談できるよう、生徒にとって身近なＳＮＳを

活用した相談窓口です。既に本県でも実施され

たようですが、今年度取り組んでいる、ＳＮＳ

を活用した教育相談の実績についてお伺いしま

す。

ＳＮＳを活用した○教育長（黒木淳一郎君）

教育相談につきましては、昨年８月から実施し

ておりまして、今年１月末現在で、1,106件の相

談が寄せられているところであります。
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校種別では、中学生の利用が最も多く、全体

の約４割を占め、次いで高校生、小学生の順と

なっております。

相談内容といたしましては、自身の容姿につ

いての悩みや身体の不調など、心身の健康に関

する相談が最も多く、友人関係や学業・進路に

関する相談がそれに次ぐなど、その内容は多岐

にわたっているところであります。

いじめを含め、様々な悩み○重松幸次郎議員

を抱える児童生徒に対する相談と感じます。

では、今年度の実績を踏まえ、今後どのよう

に取り組んでいくのか、再度、教育長にお伺い

いたします。

今後の取組につい○教育長（黒木淳一郎君）

てでありますが、今年度実施しているＳＮＳを

活用した教育相談につきまして、その実施期間

や時間帯及び相談体制の規模などを整理、分析

した上で、現在行っております電話・来訪相談

やインターネット上の投稿サイトを活用した相

談との、より好ましい組合せを含めた検討を

行ってまいります。

これらの検討結果を基に、児童生徒にとっ

て、より効果的で相談しやすい相談窓口の設置

を進めてまいります。

こうした相談体制の活用を○重松幸次郎議員

広げていただきたいと思います。

壇上で申し上げましたとおり、「子どもは未

来の宝」「教育は子どもの幸福のためにある」

という理念の下で、子育てを社会全体で応援し

ていく「チャイルドファースト」の社会を願う

ものです。

少々時間が余りましたけれども、最後に、本

年３月で県庁を退職されます全ての皆様へ、長

年にわたり県政発展のために御尽力いただき、

本当にお疲れさまでございました。これから

も、県や地域の発展に御貢献されますことをお

願いして、質問の全てを終了いたします。御答

弁いただき、誠にありがとうございました。

（拍手）

以上で代表質問は終わりまし○中野一則議長

た。

次の本会議は、２月28日午前10時から、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時４分散会

令和４年２月25日(金)
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